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明
治
五
年
・

聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
．
附
録
）

石石

ノ渡

明哲

一
、
は
し
が
き

二
、
内
容
の
解
説

　e概略

　
⇔
本
草
案
と
徳
川
時
代
の
民
事
手
続
と
の
関
係

　
㊧
本
草
案
と
訴
答
文
例
と
の
関
係

　
四
本
草
案
お
よ
び
訴
答
文
例
と
英
米
法
と
の
関
係

　
㊨
立
法
史
的
観
点
か
ら
の
問
題
点

　
因
総
括

一
、
は
し
が
き

　
明
治
政
府
に
よ
つ
て
、
は
じ
め
て
編
纂
さ
れ
た
民
事
訴
訟
法
典
は
、
明
治
五

年
三
月
以
前
、
司
法
省
に
お
い
て
編
纂
、
脱
稿
さ
れ
、
同
年
三
月
二
日
、
同
省

か
ら
正
院
へ
提
出
さ
れ
た
「
詞
訟
法
」
の
中
、
「
原
告
条
例
」
「
被
告
条
例
」
お

よ
び
「
附
録
」
の
三
冊
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
「
詞
訟
法
」
中
の
残
部
で

　
　
　
明
治
翫
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

あ
る
「
審
判
条
例
」
は
追
つ
て
「
取
調
」
の
上
提
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
つ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
は
、
こ
れ
ま
で
す
で
に
諸
先
学
に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
．
そ
の
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

典
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
次
の
司
法
省
伺
で
あ
る
。

　
　
。
原
告
条
例
被
告
条
例
聴
訟
規
則
附
録

即
今
詞
訟
法
一
定
ノ
規
則
無
之
府
県
ノ
裁
判
自
然
区
々
二
相
成
候
間
詞
訟
法

概
略
相
定
一
般
御
布
告
相
成
度
候
依
テ
原
告
被
告
条
例
並
附
録
丈
ケ
先
以
草

案
取
調
進
呈
仕
候
猶
審
判
条
例
之
儀
ハ
追
々
取
調
可
相
伺
候
此
段
草
案
三
冊

相
添
至
急
御
評
決
相
伺
候
他

　
　
壬
申
三
月
二
日
　
　
　
　
　
　
司
法
省

　
　
　
　
　
　
正
　
院
　
御
　
中

御
朱
書

　
伺
　
之
　
進

し
か
し
、
そ
れ
ら
「
原
告
条
例
」

「
被
告
条
例
」

　
　
　
　
八
一

「
附
録
」
の
内
容
を
明
か
に
し

（
二
二
七
）



　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

た
論
考
は
、
い
ま
だ
発
表
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
さ
ら
に
、
こ
の
司
法
省
伺
に

接
し
た
正
院
が
、
そ
れ
ら
の
草
案
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
か
も
わ
か
つ
て
い

な
い
．
た
だ
、
確
実
に
判
明
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
草
案
が
、
遂
に
施
行

さ
れ
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
．
「
審
判
条
例
」
に
つ

い
て
は
、
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
一
切
不
明
で
あ
る
．

　
先
頃
、
明
治
初
期
の
公
文
書
を
収
録
し
た
「
太
政
類
典
」
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
で
公
刊
さ
れ
た
が
、
こ
の
中
に
は
「
聴
訟
規
則
」
と
し
て
「
原
告
条
例
」
「
被

告
条
例
」
並
び
に
そ
の
「
附
録
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ぞ
正
に
学
界
待

望
の
資
料
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
若
干
の
解
題
を
附
し
て
、
覆
刻
、
紹
介

す
る
次
第
で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
原
告
条
例
・
被
告
条
例
立
案
の
目
的
は
、
前
掲
、
司
法
省
伺
の

冒
頭
に
あ
る
ご
と
く
、
統
一
的
訴
訟
法
の
制
定
に
よ
り
府
県
の
裁
判
（
訴
訟
手

続
）
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
に
あ
つ
た
。
明
治
初
期
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
府

県
に
よ
り
（
廃
藩
置
県
前
に
お
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
藩
に
お
い
て
も
）
、
そ
し
て
ま
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

原
告
・
被
告
の
身
分
に
よ
り
適
用
す
べ
ぎ
法
を
異
に
し
て
い
た
．
こ
の
事
情
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

民
事
訴
訟
に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
つ
た
。

　
原
告
条
例
・
被
告
条
例
は
、
こ
の
う
ち
、
地
域
に
よ
る
手
続
法
の
違
い
を
解

消
せ
ん
と
し
た
努
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
身
分
に
つ
い
て

は
、
原
告
条
例
・
被
告
条
例
中
に
も
、
以
前
の
身
分
制
度
の
残
津
を
留
め
て
い

る
部
分
が
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
近
代
化
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
課
題
と
さ

　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
た
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
，
外
国
人
に
対
す
る
特
別
な
取
扱
い
も
、
明
治
の
立
法
者
が
特
に
配
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二
　
　
　
（
二
二
八
）

し
た
点
の
一
つ
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
特
則
は
、
原
告
条
例
・
被
告
条
例
中
に

は
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
は
、
後
に
訴
答
文
例
に
お
い
て
配
慮
さ
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
，
原
告
条
例
第
四
章
・
五
章
・
二
十
章
．
被
告
条
例
第
四
章
．
十
一

章
、
附
録
第
六
号
に
左
院
が
修
正
意
見
を
附
し
て
い
る
（
そ
の
内
、
実
質
的
修
正

は
原
告
条
例
第
四
章
・
五
童
で
、
他
は
表
現
の
修
正
で
あ
る
．
た
だ
し
、
原
告
条
例
第
二

十
章
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
、
若
干
問
題
が
あ
る
）
．
ま
た
．
本
草
案
の
末

尾
に
は
、
三
月
十
七
日
付
の
「
左
院
議
案
」
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
，
司
法
省
よ
り
「
伺
」
と
し
て
本
草
案
の
提
出
を
受
け
た
太
政
官
が
．
そ
の

諮
詞
機
関
た
る
左
院
に
こ
れ
を
送
付
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
左
院
に
お
い
て

は
、
本
草
案
に
関
す
る
審
議
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
当
時
の
立
法
機
関
は
、
左
院
で
、
明
治
四
年
十
二
月
二
十
七
日
・
太
政
官
達

　
　
　
　
　
（
7
）

「
左
院
事
務
章
程
」
に
よ
る
と
そ
の
職
分
は
　
「
新
二
制
度
条
例
ヲ
創
立
シ
…
…

未
タ
例
規
ナ
キ
コ
ト
ヲ
考
定
ス
ル
等
正
院
ノ
下
議
ト
本
院
ノ
建
議
ト
ヲ
論
セ
ス

都
テ
議
長
議
員
ノ
衆
論
ヲ
尽
シ
テ
之
ヲ
判
決
シ
鉛
印
ノ
後
正
院
二
上
達
ス
」
る

こ
と
で
あ
つ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
草
案
が
左
院
の
審
議
を
経
た
の
は
当
然

で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
こ
れ
ら
の
草
案
が
司
法
省
内
に
お
い
て
、
い
つ
か
ら
、
そ
し
て
ま

た
、
い
か
な
る
人
々
に
よ
り
立
案
さ
れ
た
か
の
事
情
を
明
か
に
す
る
資
料
は
、

遺
憾
な
が
ら
い
ま
の
と
こ
ろ
全
く
み
い
だ
し
え
な
い
。

　
沼
教
授
の
研
究
に
よ
る
と
、
明
治
五
年
当
時
、
明
法
寮
は
、
司
法
省
内
で
、

民
事
刑
事
の
大
法
典
の
編
纂
、
諸
単
行
法
令
の
制
定
．
諸
府
県
、
裁
判
所
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

な
さ
れ
た
伺
に
対
す
る
司
法
省
指
令
の
成
案
に
当
つ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
と



す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
草
案
も
明
法
寮
に
お
い
て
立
案
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
は

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
．
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
明
法
寮
の
い
か
な
る
分
課

に
お
い
て
、
い
か
な
る
人
々
が
本
草
案
の
立
案
に
た
ず
さ
わ
つ
た
か
を
明
か
に

す
る
資
料
は
、
残
念
な
が
ら
遂
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
将
来
の

研
究
課
題
と
し
た
い
。

　
（
1
）
　
石
井
良
助
「
明
治
文
化
史
　
2
　
法
制
編
ヒ
ニ
五
六
頁
。
向
井
健
「
明
治
初

　
　
年
に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
典
の
編
纂
－
江
藤
司
法
卿
時
代
を
中
心
に
ー
」
・
綜

　
　
合
法
学
第
六
巻
八
号
・
二
頁
。
滝
川
叡
一
「
訴
答
文
例
小
考
」
・
「
裁
判
法
の
諸
問
題

　
　
兼
子
博
士
還
暦
記
念
　
上
」
・
三
八
一
頁
。

　
（
2
）
　
憲
法
類
編
・
第
二
十
八
・
廿
七
枚
目
裏
ー
廿
八
枚
目
表
。
引
用
文
中
、
現
在

　
　
使
わ
れ
て
い
な
い
字
体
は
普
通
の
も
の
に
改
め
た
。
以
後
本
稿
に
お
け
る
史
料
の
引

　
　
用
は
す
べ
て
同
じ
。

　
（
3
）
　
小
早
川
教
授
は
、
徳
川
時
代
の
手
続
の
身
分
的
性
格
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
（
小
早
川
欣
吾
「
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
」
・
九
九
頁
以
下
）
　
た
だ
し
、
同
教

　
　
授
は
か
よ
う
な
傾
向
は
、
お
も
に
刑
事
手
続
に
お
い
て
表
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
（
4
）
例
え
ぽ
、
明
治
二
年
六
月
四
日
・
民
部
官
達
・
第
五
〇
四
号
・
「
各
府
県
二
於

　
　
テ
取
捌
候
山
林
田
質
地
貸
金
銀
出
入
等
区
々
ノ
裁
判
モ
有
之
哉
二
相
聞
右
ハ
応
時
機

　
　
各
施
行
致
シ
候
儀
ニ
ハ
可
有
之
候
得
共
海
内
一
致
ノ
所
置
二
無
之
候
テ
ハ
人
民
疑
惑

　
　
ヲ
生
シ
可
申
二
付
追
テ
永
世
ノ
御
制
法
御
確
定
相
成
候
迄
旧
法
二
寄
リ
可
致
裁
判
尤

　
　
其
土
地
人
民
ノ
情
態
二
寄
リ
差
向
改
正
不
致
候
テ
差
支
候
力
或
ハ
難
決
等
有
之
候
節

　
　
ハ
早
速
当
官
へ
可
伺
出
事
」
（
「
制
度
変
革
二
依
リ
消
滅
」
の
附
記
あ
り
。
）
・
（
法
令

　
　
全
書
・
明
治
二
年
・
二
〇
二
頁
）

　
（
5
）
　
例
え
ば
、
差
添
人
は
当
事
老
と
同
じ
身
分
の
者
で
あ
る
べ
ぎ
旨
規
定
さ
れ
て
い

　
　
る
（
蕪
篭
Y
そ
婁
も
差
添
人
と
い
う
制
度
白
体
が
前
近
代
嬰
も
の
と
い
え

　
　
よ
う
（
滝
川
・
前
掲
論
文
・
三
八
九
頁
）
。
訴
答
文
例
（
訴
答
文
例
の
説
明
は
後
に

　
　
行
う
）
に
お
い
て
は
、
代
書
人
の
制
度
に
変
え
ら
れ
た
。

　
　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

（
6
）
　
こ
の
点
は
、
原
告
条
例
・
被
告
条
例
と
訴
答
文
例
を
比
較
す
れ
ば
明
か
で
あ
ろ

　
う
。

（
7
）
法
規
分
類
大
全
・
第
一
編
・
官
職
門
十
七
・
二
頁
．

　
な
お
、
左
院
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
欣
吾
・
「
明
治
法
制
史
論
・
公
法
之
部
　
上

巻
」
・
二
三
六
頁
参
照
。

（
8
）
　
沼
正
也
「
財
産
法
の
原
理
と
家
族
法
の
原
理
」
・
三
四
一
頁
。
六
六
二
頁
以

下
、
特
に
六
八
○
頁
。

二
、
内
容
の
解
説

一
概
略
　
原
告
条
例
は
訴
状
の
形
式
を
、
被
告
条
例
は
答
書
の
形
式
を
規
定
す

る
（
答
書
に
は
、
現
在
の
答
弁
書
に
該
当
す
る
も
の
の
ほ
か
、
認
諾
・
和
解
に
類
似
し
た

事
柄
を
内
容
と
す
る
答
書
も
あ
る
（
幟
焔
蘇
例
悌
卜
韓
）
．
た
だ
し
、
「
添
翰
（
墾
口
賑
馴
）
」
・

「
差
添
人
（
塑
顯
齢
聯
二
魍
）
」
・
「
仮
リ
ノ
名
代
人
（
鞭
礁
棟
鄭
）
」
に
関
す
る
規
定

は
、
直
接
に
は
、
訴
状
・
答
書
と
は
関
係
の
な
い
規
定
で
あ
る
．
ま
た
、
直
接

に
は
、
訴
状
・
答
書
の
形
式
を
規
定
し
て
い
て
も
、
問
接
的
に
手
続
の
他
の
面

（
例
え
ば
、
請
求
の
主
観
的
・
客
観
的
併
合
）
を
も
内
容
と
す
る
規
定
の
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
、
後
述
す
る
訴
答
文
例
に
お
け
る
と
同
じ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
附
録
と
し
て
、
各
種
訴
状
・
答
書
・
「
仮
リ
ノ
名
代
人
ヲ
依
頼
ス
ル
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

証
書
の
雛
型
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
．

　
規
定
の
内
容
に
つ
い
て
い
え
ば
、
徳
川
時
代
の
わ
が
国
の
民
事
手
続
の
名
残

り
と
思
わ
れ
る
面
が
あ
る
．
そ
れ
と
同
時
に
、
本
草
案
は
、
明
治
六
年
七
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

七
日
・
太
政
官
布
告
・
第
二
四
七
号
・
「
訴
答
文
例
」
と
多
く
の
共
通
点
を
持

　
　
　
π
）

つ
て
い
る
．
そ
れ
は
、
両
者
の
内
容
を
対
照
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
訴
答

文
例
と
は
、
明
治
維
新
以
来
、
明
治
二
四
年
一
月
一
日
の
旧
民
事
訴
訟
法
典
施

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
　
　
　
（
一
一
二
九
）



　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
・
被
告
条
例
・
附
録
）

行
ま
で
の
間
に
、
民
事
手
続
に
関
す
る
個
々
の
事
項
に
つ
き
発
せ
ら
れ
た
太
政

官
布
告
や
司
法
省
達
の
う
ち
で
、
分
量
的
に
も
つ
と
も
大
部
で
あ
り
且
つ
長
期

間
施
行
さ
れ
た
法
令
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
訴
状
や
答
書
の
形
式
を
規
定
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
立
法
趣
旨
は
、
「
廃
藩
置
県
（
明
治
四
年
七
月

U
四
日
）
に
よ
つ
て
全
国
の
民
事
裁
判
権
を
掌
握
し
た
明
治
政
府
が
、
と
り
敢

え
ず
民
事
手
続
の
発
端
を
な
す
訴
状
、
答
弁
書
の
作
成
方
式
と
こ
れ
に
関
連
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
事
項
を
定
め
て
、
全
国
の
民
事
裁
判
手
続
統
一
の
端
緒
に
」
せ
ん
と
し
た
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
訴
答
文
例
が
、
英
米
法
的
色
彩
を
有
す
る
か
否
か
が
、
こ
れ
ま

で
、
学
者
の
間
で
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
ご
と
く
、
原
告
条
例
・
被
告

条
例
が
訴
答
文
例
と
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
原
告
条

例
・
被
告
条
例
と
英
米
法
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
も
、
法
の
継
受
を
考
え

る
意
味
で
価
値
あ
る
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
下
、
項
目
を
分
け
て
、
「
本
草
案
と
徳
川
時
代
の
民
事
手
続
と
の
関
係
」
、

「
本
草
案
と
訴
答
文
例
と
の
関
係
」
、
「
本
草
案
お
よ
び
訴
答
文
例
と
英
米
法
と

の
関
係
」
を
論
じ
、
さ
ら
に
立
法
史
的
に
み
て
、
も
つ
と
も
重
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
問
題
点
を
指
摘
し
、
最
後
に
こ
れ
ら
を
総
括
し
、
明
治
立
法
史
上
に
お

け
る
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
応
の
推
論
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
（
1
）
　
滝
川
判
事
は
訴
答
文
例
に
つ
い
て
こ
の
点
を
指
摘
さ
れ
る
（
滝
川
・
前
掲
訴
答

　
　
文
例
小
考
・
前
掲
裁
判
法
の
諸
問
題
上
・
三
九
七
頁
）
。

　
（
2
）
　
向
井
講
師
は
、
附
録
は
聴
訟
規
則
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
た
（
向
井
・
前

　
　
掲
明
治
初
年
に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
典
の
編
纂
－
江
藤
司
法
卿
時
代
を
中
心
に
ー

　
　
ー
・
三
頁
）
。
　
一
方
、
滝
川
判
事
は
、
附
録
は
、
訴
状
・
答
書
の
ひ
な
型
で
あ
ろ
う

　
　
と
推
測
さ
れ
て
い
た
（
滝
川
・
前
掲
論
文
・
三
八
崩
頁
）
。
滝
川
判
事
の
推
測
が
当
つ

八
四

（
一
一
三
〇
）

　
　
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
（
3
）
法
令
全
書
・
明
治
六
年
・
三
二
〇
頁
。

　
（
4
）
　
こ
の
点
で
も
、
滝
川
判
事
の
推
測
は
正
し
か
つ
た
と
い
え
る
。
（
滝
川
・
前
掲

　
　
論
文
・
三
八
一
頁
）
．

　
（
5
）
滝
川
・
前
掲
論
文
・
三
七
九
頁
－
三
八
○
頁
。
訴
答
文
例
の
詳
細
に
つ
い
て

　
　
は
、
同
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

二
本
革
案
と
徳
川
時
代
の
民
事
手
続
と
の
関
係
　
ま
ず
、
本
草
案
と
、
そ
れ
に

な
ん
ら
か
の
意
味
で
影
響
を
及
し
た
と
思
わ
れ
る
、
徳
川
時
代
の
民
事
手
続
上

の
制
度
を
比
較
す
れ
ぽ
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①
添
簡
・
添
使
・
添
翰
　
徳
川
時
代
の
民
事
手
続
に
お
い
て
は
、
支
配
違
い

に
属
す
る
者
を
被
告
と
し
て
訴
を
提
起
す
る
場
合
、
原
告
は
特
殊
な
手
続
を
踏

む
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
原
告
は
、
自
己
の
属
す
る
代
官
寺

社
領
主
等
へ
出
願
し
て
、
訴
訟
の
取
次
を
頼
み
、
「
添
簡
（
添
翰
と
も
書
か
れ

た
）
」
あ
る
い
は
「
添
使
」
を
以
て
、
受
訴
奉
行
所
へ
当
該
訴
訟
を
進
達
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
ら
う
こ
と
（
御
差
出
）
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
原
告
条
例
第
一
章
に

い
わ
ゆ
る
「
添
翰
」
は
、
こ
の
「
添
簡
（
添
翰
）
」
・
「
添
使
」
の
制
度
を
承
継
し

た
も
の
、
な
い
し
は
、
こ
れ
ら
か
ら
な
ん
ら
か
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
い
え

よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
②
差
添
人
・
代
人
（
名
代
人
・
代
言
人
）
　
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
訴
訟
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

人
に
よ
る
出
訴
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
本
人
が
病
気
・

老
人
・
幼
児
・
婦
人
の
場
合
に
は
、
訴
訟
代
理
人
の
採
用
が
許
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

か
よ
う
な
訴
訟
代
理
人
を
「
代
人
」
又
は
「
差
添
人
」
と
称
し
た
。

　
一
方
、
徳
川
時
代
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
「
一
に
は
健
訟
の
風
を
遇
絶
す
る

主
趣
に
本
づ
き
、
二
に
は
裁
判
の
保
証
と
為
し
、
三
に
は
裁
判
申
渡
後
其
方
を



尽
さ
し
め
ん
が
為
」
に
、
家
主
・
名
主
・
五
人
組
等
が
当
事
者
に
附
添
つ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

た
。
こ
れ
を
「
差
添
人
」
と
称
し
た
。

　
原
告
条
例
・
被
告
条
例
に
お
け
る
、
差
添
人
や
名
代
人
が
、
こ
れ
ら
と
全
く

同
じ
機
能
を
訴
訟
に
お
い
て
果
す
べ
く
予
定
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
断
定
で
き

な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
な
ん
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
徳
川
時
代
の
制
度
を

承
継
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

　
③
訴
状
　
徳
川
時
代
の
訴
状
の
提
出
は
、
例
え
ば
、
勘
定
奉
行
掛
り
七
日
裏

　
（
6
）

書
公
事
の
場
合
、
以
下
の
と
お
り
に
行
わ
れ
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
ま
ず
、
前
述
の
「
添
使
」
が
勘
定
奉
行
に
「
訴
状
壷
本
差
上
」
げ
る
。
次
に

訴
訟
人
（
原
告
）
は
「
差
出
し
」
と
称
す
る
紙
片
を
奉
行
所
に
提
出
し
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
訴
願
の
要
旨
を
簡
単
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
．
訴
所

は
「
差
出
し
」
に
よ
り
、
ま
す
訴
願
人
の
み
を
取
調
べ
、
さ
ら
に
、
目
安
糺
と

称
す
る
役
人
が
訴
訟
人
を
呼
出
し
て
、
訴
訟
の
内
容
と
形
式
を
審
査
す
る
．
こ

れ
を
訴
状
糺
（
目
安
糺
・
出
入
糺
と
も
称
す
る
）
と
い
う
．
そ
の
結
果
、
奉
行
所
が

訴
の
受
理
を
決
す
る
と
、
「
訴
状
正
本
」
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
、
提
出
せ
ら
れ

た
訴
状
に
「
裏
書
御
判
」
が
与
え
ら
れ
る
．
そ
し
て
、
そ
の
訴
状
が
被
告
に
送

　
　
　
（
8
）

達
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
後
述
の
ご
と
く
、
当
事
者
送
達
で
あ
る
．

　
か
よ
う
に
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
「
差
出
し
」
を
除
い
て
、
訴
状
は
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

通
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
。
原
告
条
例
第
十
章
は
、
原
告
は
訴
状
を

二
通
提
出
す
べ
き
旨
を
規
定
し
て
、
こ
の
点
に
お
け
る
徳
川
時
代
の
方
式
を
承

継
し
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
答
書
も
二
通
提
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
被
告
条
例

に
は
規
定
が
な
い
。

　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

　
④
内
済
と
解
訟
　
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
差
日
（
第
一
回
の
口
頭
弁
論
）

以
前
に
当
事
者
間
で
な
さ
れ
る
自
治
的
解
決
を
「
差
日
以
前
内
済
」
と
称
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

そ
の
場
合
「
済
口
証
文
」
と
い
う
文
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
。

　
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
差
日
以
前
内
済
」
と
「
済
口
証
文
」
は
、
被
告
条
例

第
一
章
の
「
熟
議
解
訟
」
お
よ
び
そ
の
「
答
書
』
と
類
似
の
制
度
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
ま
た
、
中
田
薫
博
士
が
「
徳
川
時
代
の
民
事
裁
判
実
録
」
に
お
い
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
三
件
の
出
入
は
、
す
べ
て
被
告
人
が
原
告
人
の
請
求
（
い
ず
れ
も
金
銭

の
給
付
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
）
中
、
一
部
を
即
金
で
支
払
い
、
残
金
の
支
払
に
つ

い
て
、
期
限
の
猶
予
を
う
け
る
と
い
う
内
容
の
．
和
解
に
類
似
し
た
形
式
で
解

決
し
て
い
る
（
こ
れ
を
「
熟
談
内
済
」
と
称
し
、
こ
の
時
提
出
さ
れ
る
書
面
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

「
済
口
証
文
」
と
い
わ
れ
た
）
．

　
一
方
、
被
告
条
例
第
十
二
則
・
十
三
則
で
規
定
さ
れ
て
い
る
「
解
訟
」
も
右

の
意
味
に
お
い
て
、
和
解
な
い
し
は
．
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
た
だ
、
中
田
博
士
が
掲
げ
て
お
ら
れ
る
熟
談
内
済
は
差
日
以
後
の
も
の
で
あ

る
の
に
反
し
、
「
解
訟
」
は
対
決
（
第
｝
回
弁
論
）
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

両
者
を
同
一
平
面
で
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
徳
川
時
代
に
お
い

て
、
熱
談
内
済
が
ど
の
程
度
実
際
に
利
用
さ
れ
た
か
は
、
斜
酌
し
た
資
料
が
わ

ず
か
で
あ
る
た
め
不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
中
田
博
士
が
「
徳
川
時
代
の
民

　
　
　
　
　
（
1
4
）

事
裁
判
牢
録
続
篇
」
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
二
件
の
出
入
は
、
裁
許
（
判

決
昂
に
よ
り
解
決
し
た
も
の
で
あ
る
．
た
だ
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
裁
判
制
度

の
主
た
る
目
的
は
、
今
日
に
お
け
る
そ
れ
と
異
な
り
、
対
立
す
る
当
事
者
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）

害
を
調
整
し
て
円
満
な
解
決
を
も
た
ら
す
こ
と
に
あ
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
　
　
　
（
一
一
三
一
）



　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

そ
し
て
．
被
告
条
例
が
そ
の
第
十
二
・
十
三
則
に
お
い
て
、
当
事
者
間
の
自
治

的
解
決
に
関
し
て
．
か
な
り
詳
細
な
規
定
を
も
つ
て
い
る
こ
と
は
、
徳
川
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
制
度
の
名
残
り
と
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
⑤
対
決
の
延
期
　
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
熟
談
内
済
に
よ
る
円
満
な
解
決

を
と
げ
る
た
め
に
、
裁
判
延
期
願
（
「
日
延
願
」
と
称
す
る
）
を
提
出
す
る
こ
と
が
あ

（
1
7
）

っ
た
。
被
告
条
例
第
十
一
則
の
「
対
決
の
延
期
」
は
、
対
決
以
前
の
も
の
で
は

あ
る
が
、
日
延
願
と
同
一
の
発
想
に
も
と
づ
く
制
度
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

ら
㌔　

⑥
奥
書
・
裏
書
　
前
述
し
た
徳
川
時
代
に
お
け
る
「
訴
状
裏
書
御
判
」
と
被

告
条
例
第
一
章
に
い
う
「
…
…
裁
判
所
ノ
奥
書
ア
ル
原
告
人
の
訴
状
…
」
と
は

類
似
し
て
い
る
。

　
⑦
離
婚
・
離
縁
訴
訟
　
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
妻
か
ら
夫
を
被
告
と
す
る

離
婚
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
ず
、
ま
た
養
子
か
ら
養
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

を
被
告
と
す
る
離
縁
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。
こ
の

点
、
原
告
条
例
の
規
定
は
徳
川
時
代
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
（
諒
賠
橘
購
Y

本
草
案
が
徳
川
時
代
の
封
建
的
残
津
を
払
拭
し
き
つ
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
と

い
え
よ
う
。

　
以
上
は
、
徳
川
時
代
に
お
け
る
民
事
手
続
と
、
原
告
条
例
・
被
告
条
例
と
の

類
似
点
の
う
ち
、
主
た
る
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
両
者
の
相

違
点
の
う
ち
．
主
な
る
も
の
を
掲
げ
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①
原
告
条
例
は
、
ま
ず
訴
の
類
型
を
掲
げ
、
こ
れ
に
適
合
し
な
い
も
の
は
．

こ
れ
を
却
下
す
る
趣
旨
と
思
わ
れ
る
が
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
公
事
銘
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

定
型
は
な
か
つ
た
よ
う
で
あ
る
。

八
六

（
一
一
三
二
）

　
②
共
同
訴
訟
は
．
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
必
要
的
共
同
訴
訟
で
は
な
か
つ

　
（
2
0
）

た
が
、
原
告
条
例
に
よ
れ
ば
、
貸
借
関
係
に
関
す
る
共
同
訴
訟
は
固
有
必
要
的

共
同
訴
訟
と
さ
れ
て
い
た
（
鱗
脳
廿
狂
解
）
。

　
③
徳
川
時
代
の
訴
状
の
送
達
は
、
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
当
事
者
送
達
で
あ

　
（
2
1
）

つ
た
．
原
告
条
例
に
お
け
る
編
纂
者
の
意
図
は
不
明
で
あ
る
（
傾
酷
鎌
陥
蹄
y

　
以
上
の
比
較
か
ら
、
原
告
条
例
・
被
告
条
例
の
内
容
中
に
は
、
徳
川
時
代
の

民
事
手
続
の
痕
跡
が
、
か
な
り
認
め
ら
れ
る
と
い
つ
て
も
差
支
え
な
い
で
あ
ろ

（
22
）

う
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
、
差
添
人
の
制
度
や
、
対
決
の
延
期
が
、
後
述
す
る
よ

う
に
、
訴
答
文
例
に
は
引
継
が
れ
な
か
つ
た
の
は
、
注
目
に
値
す
る
。

　
（
1
）
　
小
早
川
・
前
掲
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
・
二
六
九
頁
。
中
田
薫
「
徳
川
時

　
　
代
の
民
事
裁
判
実
録
」
・
「
法
制
史
論
集
第
三
巻
」
・
七
五
五
頁
以
下
（
以
後
、
中
田
・

　
　
前
掲
論
文
・
前
掲
書
と
し
て
引
用
）
。
同
「
徳
川
時
代
の
民
事
裁
判
実
録
続
篇
」
・
同

　
　
書
・
八
三
五
頁
ー
八
三
六
頁
（
以
後
、
中
田
・
前
掲
続
篇
論
文
・
前
掲
書
と
し
て

　
　
引
用
）
。

　
　
　
添
簡
と
添
使
の
差
異
は
、
原
告
を
支
配
す
る
者
が
一
万
石
以
下
な
ら
ぽ
前
者
、
以

　
　
上
な
ら
ぽ
後
者
で
あ
る
（
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
七
五
七
頁
）
。

　
（
2
）
原
告
条
例
第
四
童
の
名
代
人
は
差
添
人
に
代
る
も
の
で
、
原
告
条
例
第
二
十
三

　
　
則
・
被
告
条
例
第
三
則
に
い
う
名
代
人
と
は
違
う
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
3
）
　
奥
平
昌
洪
「
日
本
弁
護
士
史
」
・
八
頁
。
小
早
川
・
前
掲
書
・
二
〇
三
頁
。

　
（
4
）
奥
平
・
前
掲
書
・
六
頁
、
八
頁
。
小
早
川
・
前
掲
書
・
二
〇
五
頁
以
下
、
二
一

　
　
九
頁
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
編
「
日
本
弁
護
士
沿
革
史
」
二
二
頁
以
下
。

　
（
5
）
奥
平
・
前
掲
書
・
六
頁
。

　
　
　
な
お
、
小
早
川
教
授
は
、
訴
訟
当
事
者
が
訴
訟
能
力
に
欠
訣
あ
る
場
合
に
、
こ
れ

　
　
に
附
添
つ
て
、
現
行
法
上
の
輔
佐
人
に
当
る
役
割
を
は
た
す
者
を
コ
般
的
差
添

　
　
人
」
と
称
し
、
手
続
上
当
時
者
に
附
添
つ
て
出
頭
す
る
が
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
当



事
者
を
援
助
し
な
い
差
添
人
を
「
手
続
上
必
要
的
差
添
人
」
と
称
し
て
お
ら
れ
る

　
（
小
早
川
・
前
掲
書
・
二
二
〇
頁
）
。

　
　
ま
た
、
中
田
・
前
掲
論
文
お
よ
び
前
掲
続
篇
論
文
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
史
科
か

ら
、
差
添
人
と
な
つ
た
も
の
を
挙
げ
る
と
、
与
頭
（
前
掲
書
（
以
下
同
じ
）
七
五
六

頁
）
・
村
役
人
（
七
五
八
頁
）
・
公
事
宿
の
者
（
七
九
五
頁
・
八
一
二
頁
・
八
八
二
頁
）
．

代
人
と
な
つ
た
も
の
を
挙
げ
る
と
、
公
事
宿
の
下
代
（
七
五
七
頁
）
・
本
人
の
弟
（
七

九
四
頁
）
。

（
6
）
　
七
日
裏
書
公
事
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
七
五
四

頁
参
照
。

（
7
）
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
七
五
七
頁
。
同
・
前
掲
続
篇
論
文
・
前
掲
書
・

　
八
三
八
頁
参
照
．

（
8
）
　
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
七
五
六
頁
以
下
。
同
・
前
掲
続
篇
論
文
・
前
掲

書
・
八
三
九
頁
以
下
．
な
お
、
小
早
川
・
前
掲
書
・
二
六
二
頁
以
下
。

（
9
）
　
な
お
、
出
入
を
担
当
す
る
奉
行
が
複
数
い
る
場
合
に
は
、
各
奉
行
に
｝
通
の
副

本
を
提
出
し
て
い
た
（
中
田
・
前
掲
続
篇
論
文
・
前
掲
書
・
八
三
九
頁
）
。

（
1
0
）
　
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
七
六
五
頁
、
七
九
五
頁
。

（
1
1
）
　
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
七
九
二
頁
。

（
12
）
　
中
田
・
前
掲
書
・
七
五
三
頁
以
下
。

（
1
3
）
小
早
川
教
授
は
、
内
済
を
調
停
制
度
と
解
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
小
早

　川・

前
掲
書
・
七
八
頁
）
。

　
　
我
々
は
、
本
文
で
述
べ
た
ご
と
く
、
中
田
・
前
掲
論
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
差

　
日
以
後
の
内
済
は
、
和
解
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
け
だ
し
、
そ

れ
ら
は
、
訴
訟
手
続
内
で
、
裁
判
官
（
役
人
）
の
関
与
の
も
と
に
お
こ
な
わ
れ
た
も

　
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
も
つ
と
も
、
大
竹
教
授
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
内
済
は
訴
訟

手
続
外
で
行
わ
れ
た
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
田
・
前
掲
論
文

　
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
．
差
日
以
前
内
済
は
、
訴
提
起
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
は

あ
る
が
、
訴
訟
手
続
外
に
お
い
て
、
か
つ
、
裁
判
官
の
関
与
な
く
し
て
成
立
し
て
い

　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
。
附
録
）

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
訴
訟
上
の
和
解
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
同
論
文
に

引
用
さ
れ
て
い
る
、
「
…
差
日
以
前
於
彼
地
掛
合
之
上
、
出
入
内
済
仕
候
…
」
（
中
田
・

前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
七
九
二
頁
）
と
い
う
記
載
が
、
第
三
者
を
仲
に
い
れ
ず
、
当

事
者
だ
け
で
、
紛
争
に
関
し
て
協
議
し
．
互
譲
に
よ
る
解
決
を
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
と
す
れ
ば
、
調
停
と
も
解
し
え
な
い
。
さ
り
と
て
、
訴
提
起
後
に
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
起
訴
前
の
和
解
に
も
相
当
し
な
い
。
結
局
、
こ
れ
は
、
現
行
法
に
は

相
当
す
る
制
度
の
な
い
、
独
特
な
紛
争
解
決
方
法
で
あ
つ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、

第
三
者
が
仲
へ
入
つ
て
い
た
な
ら
ば
、
調
停
、
な
い
し
は
そ
れ
に
類
似
し
た
も
の
と

い
え
る
。

　
な
お
、
大
竹
教
授
は
、
内
済
と
、
訴
訟
以
前
に
お
け
る
、
当
事
者
に
よ
る
紛
争
の

私
的
解
決
た
る
「
相
対
」
と
を
明
白
に
区
別
さ
れ
て
お
ら
れ
る
（
大
竹
秀
男
「
近
世

水
利
訴
訟
に
お
け
る
『
内
済
』
の
原
則
」
・
法
制
史
研
究
（
法
制
史
学
界
年
報
）
・
1
・

（
一
九
五
一
年
）
・
一
九
一
頁
）
。

　
ま
た
、
大
竹
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
け
つ
き
よ
く
内
済
は
当
事
者
の
熟
談
に
よ
つ
て

実
現
さ
れ
る
わ
け
で
、
か
れ
ら
だ
け
の
相
対
で
熟
談
を
す
す
め
た
こ
と
も
あ
る
が
、

概
し
て
裁
判
役
所
の
勧
告
に
も
と
づ
い
て
或
い
は
双
方
支
配
役
人
の
斡
旋
に
委
ね
ら

れ
或
い
は
扱
人
に
仲
介
せ
し
め
た
の
で
あ
る
」
（
大
竹
・
前
掲
論
文
・
二
〇
〇
頁
。

扱
人
の
資
格
お
よ
び
任
務
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
頁
参
照
）
。
こ
の
こ
と
は
、
内
済

の
中
に
も
色
々
な
種
類
が
あ
つ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ

ち
、
あ
る
も
の
は
、
現
行
法
上
の
訴
訟
上
の
和
解
に
相
当
、
な
い
し
は
、
類
似
し
て

い
た
。
あ
る
も
の
は
、
調
停
に
相
当
．
な
い
し
は
、
類
似
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ま

た
、
あ
る
も
の
は
、
現
行
法
に
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
の
な
い
、
独
特
な
紛
争

の
解
決
手
段
で
あ
つ
た
．
と
い
う
こ
と
が
、
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
大
竹
教
授
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
内
済
と
訴
訟
上
の
和
解
に
は
、
相
違
も
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
内
済
の
中
に
は
、
仲
裁
に
ち
か
い
も
の
も
、
調
停
に
似
て
い

る
も
の
も
あ
る
．
し
か
し
、
内
済
を
、
こ
れ
ら
の
現
行
法
上
の
諸
制
度
に
あ
て
は
め

る
こ
と
自
体
が
そ
も
そ
も
無
理
で
あ
る
と
も
論
じ
て
お
ら
れ
る
（
大
竹
・
前
掲
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
一
＝
曇
5



　
　
　
虜
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

　
　
文
・
二
〇
六
頁
ー
二
〇
七
頁
）
。

　
（
14
）
　
中
田
・
前
掲
書
・
八
三
三
頁
以
下
。

　
（
1
5
）
中
田
・
前
掲
続
篇
論
文
・
前
掲
書
・
八
六
五
頁
・
八
七
八
頁
。
小
早
川
・
前
掲

　
　
書
・
七
七
頁
。
大
竹
・
前
掲
論
文
・
一
八
五
頁
、
二
〇
九
頁
。

　
（
1
6
）
　
済
口
証
文
で
は
、
当
事
者
が
連
署
人
と
な
つ
て
い
た
（
そ
の
ほ
か
に
、
家
主
、

　
　
五
人
組
・
名
代
等
も
加
わ
つ
て
い
た
．
）
（
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
七
八
四

　
　
頁
）
。
一
方
、
被
告
条
例
に
お
け
る
、
こ
れ
ら
の
答
書
に
は
、
「
原
告
人
ト
被
告
人
及
ヒ

　
　
被
告
人
ノ
代
償
く
－
…
連
印
（
鱗
廿
加
酬
）
」
・
「
代
償
人
ノ
証
印
ト
原
告
人
の
承
諾
ノ

　
　
承
印
（
聾
遍
み
必
要
と
さ
れ
て
い
塊

　
（
1
7
）
　
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
八
二
四
頁
．
小
早
川
・
前
掲
書
・
三
八
一
頁
．

　
（
1
8
）
　
小
早
川
・
前
掲
書
・
六
四
四
頁
。

　
（
1
9
）
　
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
八
二
頁
。
こ
こ
で
は
「
米
引
宛
前
金
並
預
金

　
　
不
相
済
却
而
不
法
申
懸
候
出
入
」
と
い
う
公
事
銘
の
長
文
に
、
係
の
役
人
が
驚
い
た

　
　
旨
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
（
2
0
）
　
小
早
川
・
前
掲
書
・
二
四
三
頁
。

　
（
2
1
）
　
中
田
・
前
掲
論
文
・
前
掲
書
・
七
六
四
頁
。
小
早
川
・
前
掲
書
・
三
四
二
頁
．

　
（
2
2
）
　
奥
平
昌
洪
氏
は
、
「
江
戸
時
代
に
し
て
其
司
法
制
度
は
明
治
初
年
に
行
は
れ
た

　
　
る
も
の
紗
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
奥
平
・
前
掲
書
・
二
頁
）
．

　
（
補
）
　
徳
川
時
代
以
前
の
和
解
に
つ
い
て
は
、
古
事
類
苑
法
律
部
・
一
・
一
一
六
九
頁

　
　
以
下
参
照
。

三
本
草
案
と
訴
答
文
例
と
の
関
係
　
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
．
本
草
案
と
訴
答

文
例
と
は
、
内
容
上
．
多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
個
別
的

に
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
両
者
の
相
違
点
を
ひ
ろ

い
あ
げ
、
そ
れ
を
表
示
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
次
表
に
あ

ら
わ
れ
な
い
両
者
の
内
容
は
（
そ
れ
は
、
両
者
の
内
容
の
大
部
分
を
占
め
て
い

る
が
）
、
相
共
通
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
の
で
あ
る
。

八
八

（
一
、
ニ
ニ
四
）

原
告
条
例
・
被
告
条
例

無
し

差
添
人
の
制
度

　
　
　
（
灘
縣
鰻
繭
欝
講
賢
．
）

代
人
（
名
代
人
・
代
言
人
）
を
用
い

る
か
否
か
は
、
原
告
人
は
自
由
（
鯨
酷

燥
軸
等
）
、
被
告
の
場
合
は
原
則
と
し

　
て
許
さ
れ
な
い
（
鰍
礁
縣
例
）

無
し

無
し

無
し

対
決
の
延
期
に
関
す
る
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
（
轍
復
綱
聾
七
）

訴
　
　
答
　
　
文
　
　
例

外
国
人
に
対
す
る
特
例

　
　
　
（
謹
懸
稜
熱
肇
望
耀
）

「
…
従
前
ノ
差
添
人
ヲ
廃
シ
之
二
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ル
ニ
代
書
人
ヲ
以
テ
ス
」
（
麹
、
一
）

代
言
人
を
用
い
る
か
否
か
は
、
原
告
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

被
告
と
も
に
自
由
（
謹
計
鯵
￥

訴
状
に
は
、
原
則
と
し
て
、
本
人
の

自
署
に
よ
り
、
氏
名
を
署
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
つ
た
（
鞭
弦
壕
）
。

訴
状
は
十
六
行
で
一
行
に
十
五
字
詰

め
る
（
獺
壕
）
．

被
告
人
の
住
所
と
裁
判
所
が
八
里
以

上
離
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
里
数

を
訴
状
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
つ
て

い
た
（
籔
燦
）
．

無
し
。

　
な
お
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
草
案
中
、
数
ヵ
所
に
、
左
院
が
修
正
意
見

を
付
し
て
い
る
。
こ
の
修
正
意
見
を
付
せ
ら
れ
た
箇
所
は
、
訴
答
文
例
で
は
、



ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
か
を
示
す
と
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
原
告
条
例
第
四
章
・
五
章
お
よ
び
被
告
条
例
第
四
章
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
規
定
は
差
添
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
差
添
人
の
制
度
自

体
が
訴
答
文
例
に
お
い
て
は
な
く
な
つ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
で
は
　
左
院
の

修
正
意
見
が
い
か
さ
れ
る
余
地
は
な
く
な
つ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
原
告
条
例
第
二
十
章
で
あ
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
逃
亡
し
た
奉
行

人
に
対
す
る
人
的
執
行
を
認
め
た
規
定
で
あ
る
。
左
院
の
修
正
意
見
は
、
見
方

に
よ
つ
て
は
、
人
的
執
行
を
認
め
な
い
意
図
と
も
読
め
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
左
院
の
方
針
と
し
て
は
、
代
替
執
行
ま
た
は
間
接
強
制
を
認
め
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
第
二
十
一
章
の
同
様
な
規
定
に
は
、
修
正
意
見
が

附
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
訴
答
文
例
第
十
二
条
に
お
い
て
は
、
原
告
条
例

の
原
案
と
同
様
に
「
…
還
ラ
サ
ル
者
ヲ
取
返
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
訴
状
…
」
と
書
か

れ
て
い
る
。

　
次
に
、
被
告
条
例
第
十
一
章
の
場
合
は
、
原
案
の
　
「
・
－
自
分
違
約
セ
シ
返

済
延
期
ノ
証
書
」
と
い
う
表
現
が
、
同
じ
意
味
の
言
葉
の
く
り
返
し
と
な
り
、

ま
わ
り
く
ど
い
の
で
、
左
院
は
「
右
ノ
返
済
延
期
ノ
証
書
」
と
修
正
し
た
も
の

と
思
わ
れ
る
．
し
か
し
、
訴
答
文
例
第
四
十
一
条
に
お
い
て
は
「
－
・
己
レ
ヨ
リ

約
ヲ
破
リ
タ
ル
返
済
延
期
ノ
証
書
…
」
と
書
か
れ
て
い
る
．
訴
答
文
例
に
お
い

て
は
、
た
し
か
に
表
現
形
式
は
、
被
告
条
例
の
場
合
と
多
少
異
つ
て
い
る
が
、

左
院
の
修
正
意
見
は
、
こ
こ
で
も
い
か
さ
れ
て
い
な
い
．

　
最
後
は
、
附
録
第
六
号
の
修
正
点
で
あ
る
、
こ
れ
は
、
夫
妻
離
別
の
訴
状
の

ひ
な
型
で
あ
る
。
原
案
で
は
、
「
妻
離
別
ノ
訴
」
の
み
を
想
定
し
て
ひ
な
型
が

作
成
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
左
院
は
、
妻
が
原
告
と
な
る
場
合
も
あ
る

　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

（
源
惜
嫌
鰍
漿
）
か
ら
、
第
六
号
が
そ
の
場
合
の
ひ
な
型
で
も
あ
り
う
る
旨
を
表
示

す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
．
し
か
し
、
訴
答
文
例
・
附
録
第
六
号
を
見
る

と
、
こ
の
点
の
左
院
の
意
見
も
、
全
く
い
か
さ
れ
ず
、
ひ
な
型
の
欠
点
は
そ
の

ま
ま
残
つ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
要
す
る
に
左
院
の
修
正
意
見
は
．
訴
答
文
例
に
は
、
全
く
い
か
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
1
×
2
）
差
添
人
・
代
人
・
代
書
人
・
代
言
人
等
の
制
度
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

四
本
草
案
お
よ
び
訴
答
文
例
と
英
米
法
と
の
関
係
　
　
訴
答
文
例
が
英
米
法
的

（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

要
素
を
内
蔵
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
考
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

前
に
も
述
べ
た
。
原
告
条
例
・
被
告
条
例
の
内
容
が
、
前
述
の
ご
と
く
、
訴
答

文
例
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
推
考
が
正
し
け
れ
ぽ
、
原
告
条
例

・
被
告
条
例
も
英
米
法
的
要
素
を
内
蔵
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
．
は
た

し
て
、
そ
う
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
．
こ
の
点
を
、
次
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
訴
答
文
例
に
英
米
法
的
色
彩
が
あ
る
、
と
す
る
根
拠
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
①
規
定
の
し
か
た
が
具
体
的
で
あ
る
こ
と
．
②
「
訴
答
」
と
い
う
語
が
、
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

米
法
に
お
け
る
距
Φ
毘
貯
㎎
に
相
当
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
③
訴
答
文

例
制
定
前
後
に
お
い
て
、
当
時
の
立
法
に
英
米
法
の
影
響
が
絶
無
と
は
い
え
な

い
こ
と
。
例
え
ば
、
明
治
六
年
十
一
月
五
目
太
政
官
布
告
・
第
三
六
二
号
・

「
出
訴
期
限
規
則
」
に
英
米
法
で
い
う
H
一
旨
審
試
§
9
碧
ぎ
彦
の
影
響
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
④
ア
メ
リ
カ
人
ヒ
ル
が
立
法
作
業
に
参
加
し
た

形
跡
が
あ
る
こ
と
。
も
っ
と
も
、
訴
答
文
例
に
英
米
法
的
色
彩
が
あ
る
と
い
う
可

能
性
を
指
摘
さ
れ
た
向
井
講
師
は
、
訴
答
文
例
に
英
米
法
的
色
彩
が
あ
る
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
　
　
　
（
一
一
三
五
）



　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
、
ヒ
ル
が
訴
答
文
例
の
立
案
に
参
加
じ
た
こ
と
の
証
左
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な
る
と
論
じ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
た
し
か
に
、
訴
答
文
例
や
原
告
条
例

・
被
告
条
例
の
規
定
の
し
か
た
は
，
英
米
法
の
規
定
の
し
か
た
と
共
通
点
を
有

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
双
方
共
に
規
定
が
具
体
的
で
あ
る
（
韓
皓
鏑
縫
軒
伍

萄
衝
解
伽
轡
響
権
翻
鍬
Y
（
発
、
そ
の
ほ
か
に
．
実
体
法
と
手
続
法
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

離
が
不
完
全
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
）
し
か
し
、
従
来
、
慣
習
法
国
で
あ
つ
た
国

が
、
新
た
に
成
文
法
を
制
定
す
る
場
合
、
新
た
な
成
文
法
に
お
い
て
、
規
定
の

し
か
た
が
具
体
的
で
あ
つ
た
り
実
体
法
と
手
続
法
の
分
離
が
不
完
全
で
あ
つ
た

り
す
る
こ
と
す
る
こ
と
は
、
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
わ
が
国
の

徳
川
時
代
に
お
い
て
．
慣
習
法
が
法
の
主
流
を
し
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な

ら
ば
、
訴
答
文
例
や
原
告
条
例
・
被
告
条
例
が
、
英
米
法
の
影
響
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
．
も
と
よ
り
、
そ
の
可
能
性

が
な
く
は
な
い
が
。

　
つ
ぎ
に
、
②
の
、
「
訴
答
」
と
い
う
語
か
ら
、
英
米
法
と
の
関
連
が
推
測
さ

れ
は
し
な
い
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
法
令
が
、
も
し
も

草
案
の
段
階
か
ら
「
訴
答
…
」
と
い
う
名
称
を
附
せ
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
妥
当
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
草
案
と
も
い

え
る
（
ほ
と
ん
ど
内
容
を
同
じ
く
す
る
か
ら
）
原
告
条
例
・
被
告
条
例
の
段
階

で
は
「
訴
答
…
」
と
い
う
名
称
が
附
せ
ら
れ
て
い
な
い
点
を
考
慮
す
る
と
、
「
訴

答
…
」
と
い
う
名
称
か
ら
、
英
米
法
の
影
響
を
推
測
す
る
こ
と
に
は
、
な
お
、

間
題
が
の
こ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
あ
る
い
は
、
後
述
の
ヒ
ル
の
参
加
と
関
連

し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
彼
が
．
参
加
し
た
こ
と
と
、
「
訴
答
…
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
　
（
一
一
＝
エ
ハ
）

名
称
を
附
せ
ら
れ
た
こ
と
と
の
間
に
、
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
こ
と
は
．
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
．
こ
れ
を
断
定
す
る

に
は
、
な
お
多
く
の
資
料
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
③
の
訴
答
文
例
お
よ
び
原
告
条
例
・
被
告
条
例
編
纂
前
後
の
英
米
法
の

影
響
を
考
察
し
て
み
る
。
こ
の
点
で
問
題
に
な
る
の
は
、
出
訴
期
限
規
則
で

あ
る
．
た
し
か
に
、
出
訴
期
限
規
則
は
英
米
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い

う
主
張
は
、
多
数
の
学
者
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
（
お
そ
ら
く
現
在
の
多
数
説

で
あ
ろ
う
．
）
。
し
か
し
、
同
規
則
の
内
容
上
、
英
米
法
的
出
訴
期
限
制
度
の
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

響
は
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
し
が
た
い
と
す
る
論
考
も
あ
る
。
か
り
に
、
出
訴
期
限

規
則
に
英
米
法
の
影
響
あ
り
と
し
て
も
、
同
規
則
は
、
明
治
六
年
十
一
月
五
日
に

布
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
反
し
、
訴
答
文
例
、
お
よ
び
そ
の
原
型
と
考
え
ら
れ

る
原
告
条
例
・
被
告
条
例
は
、
そ
れ
以
前
に
左
院
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

み
て
、
か
な
ら
ず
し
も
、
英
米
法
の
影
響
あ
り
と
は
断
定
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
④
の
ア
メ
リ
カ
人
ヒ
ル
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
．

　
手
塚
教
授
の
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
．
明
治
四
年
九
月
に
．
神
奈
川
県
は
、

「
外
国
人
二
係
ル
聴
断
二
付
顧
問
ノ
為
メ
外
国
法
律
家
ヲ
一
名
雇
入
」
れ
る
こ

と
を
政
府
へ
上
申
し
、
翌
五
年
五
月
四
日
に
ヒ
ル
の
雇
入
が
決
定
さ
れ
た
と
の

　
　
　
　
（
8
）

こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
原
告
条
例
・
被
告
条
例
並
び
に
附
録
が
左
院
に
提
出
さ

れ
た
の
は
、
五
年
三
月
三
日
で
あ
る
か
ら
、
彼
が
神
奈
川
県
に
雇
わ
れ
る
以
前

か
ら
、
す
で
に
当
時
の
立
法
作
業
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
史
料
が

あ
れ
ば
格
別
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
彼
が
本
草
案
の
編
纂
に
関
係
し
て
い
た
と

は
到
定
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
本
草
案
は
、
ヒ
ル
の
手
に

よ
る
も
の
と
は
考
え
ら
ハ
な
い
は
ず
で
あ
る
．



　
た
だ
、
訴
答
文
例
だ
け
に
関
し
て
い
え
ば
、
彼
が
そ
の
編
纂
作
業
に
従
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

し
た
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
訴
答
文
例
に
お
い

て
は
、
彼
の
考
え
が
い
か
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
．
し
か

し
、
仮
に
、
そ
の
よ
う
な
部
分
が
あ
つ
た
と
し
て
も
．
そ
れ
は
、
訴
答
文
例
が

本
草
案
か
ら
受
け
継
が
な
か
つ
た
部
分
（
例
え
ば
、
差
添
人
の
制
度
を
廃
し
た
こ

と
．
）
、
な
い
し
は
、
訴
答
文
例
に
お
い
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
と
く
に
、
原
告
条
例
・
被
告
条
例
に
存
在
L
な
い
外
国
人
の
特
例

に
関
す
る
規
定
に
お
い
て
、
彼
の
見
解
が
い
か
さ
れ
た
と
考
え
る
余
地
は
大
き

い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
、
訴
答
文
例
お
よ
び
原
告
条
例
・
被
告
条
例
が
英
米
法
的
色
彩
を
内
蔵

し
て
い
る
と
考
え
う
る
可
能
性
は
、
ま
つ
た
く
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き

な
い
に
し
て
も
、
反
対
に
、
こ
れ
を
断
定
す
る
た
め
の
決
定
的
論
拠
も
、
ま
た

見
い
出
し
え
な
い
よ
う
で
あ
る
．

　
（
1
）
　
向
井
・
前
掲
明
治
初
年
に
お
け
る
民
事
訴
訟
法
典
の
編
纂
－
江
藤
司
法
卿
時

　
　
代
を
中
心
に
・
二
一
頁
。
な
お
．
滝
川
・
前
掲
訴
訟
文
例
小
考
・
前
掲
裁
判
法
の
諸

　
　
間
題
上
三
八
四
頁
参
照
。

　　　 　　ハ　ハ

65432）　）　）　）　）か
た
、

　
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。

（
7
）
　
内
池
慶
四
郎
「
出
訴
期
限
規
則
略
史
」
・
一
〇
四
頁
．

　
な
お
、
同
書
に
お
い
て
、
一
ぎ
一
蜜
二
書
亀
p
9
ざ
冨
と
い
う
言
葉
と

　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

向
井
・
前
掲
論
文
・
一
二
頁
。

向
井
・
前
掲
論
文
・
一
三
頁
。

向
井
・
前
掲
論
文
・
一
二
頁
・
一
三
頁
。

向
井
・
前
掲
論
文
・
一
二
頁
。

例
え
ぱ
、
訴
を
提
起
し
う
る
場
合
を
定
型
的
に
定
め
て
い
る
よ
う
な
規
定
の
し

　
す
な
わ
ち
、
ア
ク
チ
オ
的
な
規
定
の
し
か
た
は
、
実
体
法
と
手
続
法
未
分
離

「
出
訴
期
限

　
　
規
則
」
と
い
う
言
葉
が
結
び
つ
く
か
否
か
を
判
断
す
る
に
つ
ぎ
、
内
池
教
授
が
採
ら

　
　
れ
た
方
法
は
、
国
霧
＆
凝
と
い
う
言
葉
と
「
訴
答
」
と
い
う
言
葉
が
結
び
つ
く
か

　
　
否
か
を
考
え
る
際
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
（
同
書
・
一
〇
五
頁
参
照
）
．

　
（
8
）
手
塚
豊
「
神
奈
川
裁
判
所
御
雇
外
人
ヒ
ル
の
拷
問
廃
止
建
白
書
i
明
治
法
制

　
　
史
料
拾
遺
（
1
0
）
1
」
・
法
学
研
究
第
四
三
巻
一
二
号
・
四
一
頁
．

　
（
9
）
向
井
講
師
は
、
明
治
六
年
一
月
二
十
四
日
付
の
「
江
藤
辞
表
」
中
の
「
…
訴
訟

　
　
法
は
、
鷲
津
権
大
判
事
、
河
村
権
中
法
官
、
荒
木
七
等
出
仕
、
其
他
の
人
々
に
て
、

　
　
会
議
罷
在
、
此
訴
訟
法
略
則
は
、
玉
乃
権
大
判
事
、
西
権
中
判
事
、
亜
人
「
ヒ
ー
ル
」

　
　
に
て
、
草
案
相
立
稿
相
成
成
候
－
」
（
的
野
半
介
「
江
藤
南
白
」
・
下
巻
一
〇
頁
ー
一

　
　
一
頁
）
と
い
う
記
載
、
お
よ
び
、
荒
木
桜
州
氏
の
、
ヒ
ル
が
訴
答
文
例
の
編
纂
に
関
係

　
　
し
た
と
い
う
説
（
「
…
訴
答
文
例
は
既
に
癸
酉
一
月
脱
稿
す
…
御
雇
ヒ
ー
ル
は
之
が
起

　
　
草
に
任
ず
－
・
」
・
法
律
新
聞
第
二
〇
九
八
号
一
一
頁
）
に
よ
り
、
ヒ
ル
の
訴
答
文
例
編

　
　
纂
へ
の
参
加
を
推
測
さ
れ
て
い
る
（
向
井
・
前
掲
論
文
・
二
頁
。
）
。

　
　
　
な
お
、
手
塚
豊
「
司
法
省
御
雇
外
人
ヒ
ル
と
そ
の
建
白
書
－
続
続
・
明
治
法
制

　
　
史
料
雑
纂
（
一
〇
）
i
」
・
法
学
研
究
第
四
一
巻
三
号
・
九
八
頁
参
照
。

五
立
法
史
的
観
点
か
ら
す
る
問
題
点
　
つ
ぎ
に
、
立
法
史
的
に
見
て
重
要
と
思

わ
れ
る
問
題
点
を
若
干
掲
げ
る
。

　
①
差
添
人
・
名
代
人
（
代
言
人
）
当
事
者
の
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
村
・

町
役
人
が
差
添
人
と
な
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
た
（
盤
顯
陥
墾
繭
、
）
。
ま
た
代

言
人
を
採
用
す
る
こ
と
は
、
原
告
に
と
つ
て
は
自
由
で
あ
り
（
醐
惜
蘇
軸
鞘
Y
被

告
は
一
定
の
事
由
あ
る
場
合
に
限
り
許
さ
れ
た
．

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
本
人
訴
訟
を
原
則
と

し
、
代
人
に
よ
る
訴
訟
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。
（
た
だ
し
、
家

主
・
名
主
・
五
人
組
等
の
附
添
ー
差
添
人
ー
は
必
要
で
あ
つ
た
。
）
た
だ
、
本
人
病

気
な
ど
一
定
の
事
由
の
存
す
る
場
合
に
限
り
、
代
人
に
よ
る
訴
訟
を
許
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
　
　
（
二
三
七
4



　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

が
、
そ
の
場
合
に
も
代
人
と
な
り
う
る
者
を
一
定
の
親
族
と
か
村
役
人
等
に
限

　
（
1
）

つ
た
、
明
治
に
入
つ
て
か
ら
も
、
明
治
三
年
一
一
月
二
八
目
・
太
政
官
布
告
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

第
八
七
八
号
・
「
府
藩
県
交
渉
訴
訟
准
判
規
定
」
は
、
本
人
疾
病
老
幼
或
は
廃

疾
の
場
合
に
の
み
代
人
を
許
す
と
し
て
お
り
（
蜷
）
、
こ
の
点
で
．
徳
川
時
代

の
規
定
を
承
継
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
代
人
と
な
り
う
る
資
格
に
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

限
を
加
え
な
か
つ
た
点
で
、
こ
れ
を
い
く
分
か
緩
和
し
て
い
る
。
そ
れ
が
、
五

年
三
月
三
日
に
左
院
に
提
出
さ
れ
た
本
草
案
に
お
い
て
は
、
代
人
を
用
い
る
か

否
か
は
、
原
告
の
場
合
は
自
由
、
被
告
の
場
合
は
一
定
の
要
件
が
あ
る
場
合

に
の
み
許
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
本
人
の
能
力
の
不
足
や
事
件
の
複
雑
な
場
合
も
、

そ
の
要
件
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
点
（
鰍
砧
縣
洌
）
に
注
目
し
て
い
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
一
方
、
明
治
五
年
八
月
三
日
・
太
政
官
無
号
達
・
「
司
法
職
務
定
制
」
に
お

い
て
「
代
書
人
」
・
「
代
言
人
」
の
制
度
が
設
け
ら
れ
た
（
蝋
響
一
篠
Y
　
立
法
者

が
代
書
人
・
代
言
人
に
い
か
な
る
権
利
を
あ
た
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
は
、
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

定
が
簡
単
な
た
め
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
代
書
人
・
代
言
人
と
も
、

そ
の
採
用
は
、
本
人
の
自
由
と
さ
れ
て
い
た
（
騨
朋
覚
一
一
矯
￥

　
そ
の
後
、
す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
．
訴
答
文
例
が
明
文
を
も
つ
て
、
「
従
前

ノ
差
添
人
ヲ
廃
シ
之
二
代
ル
ニ
代
書
人
ヲ
以
テ
」
す
る
こ
と
に
し
（
嚇
慶
傑
y
訴

状
・
答
状
は
か
な
ら
ず
、
代
書
人
が
こ
れ
を
作
成
す
べ
き
旨
（
鱗
慌
條
）
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

原
告
・
被
告
と
も
、
自
由
に
代
言
人
を
用
い
う
る
旨
規
定
し
た
（
謝
杷
計
矯
）
。

　
本
草
案
が
、
司
法
職
務
定
制
以
前
に
お
い
て
，
不
完
全
な
形
で
は
あ
る
が
、

代
言
人
の
制
度
を
と
り
い
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
特
筆
す
べ
ぎ
意
味
を

も
つ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
な
お
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
原
告
条
例
第
四
章
・
五
章
に
は
、
左
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二
　
　
　
（
嚇
＝
二
八
）

修
正
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
第
四
章
は
、
原
案
で
は
、
名
代
人
（
村
・
町
役
人
が

差
添
人
と
な
り
え
な
い
場
合
こ
れ
に
代
る
者
）
は
官
吏
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
た
が
、
修
正
意
見
で
は
こ
の
制
限
が
は
ず
さ
れ
た
．
ま
た
、
第
五
章

は
．
原
案
に
よ
る
と
原
告
と
同
じ
身
分
の
者
が
差
添
人
と
な
り
得
な
い
場
合
の

臨
時
の
指
揮
は
、
本
人
が
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
が
、
修
正

意
見
に
よ
れ
ぽ
、
本
人
を
管
轄
す
る
町
村
役
場
に
請
求
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
②
訴
の
類
型
　
原
告
条
例
は
、
第
四
則
以
下
に
訴
の
類
型
を
掲
げ
、
こ
れ
に

該
当
し
な
い
も
の
は
却
下
す
る
趣
旨
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
一

言
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
「
専
売
免
許
ヲ
犯
セ
シ
訴
状
ノ
事

（
聯
辻
）
」
の
ご
と
之
徳
川
時
代
に
は
な
か
つ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
を
掲
げ
た

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

点
は
注
目
に
値
す
る
．

　
な
お
、
「
経
界
ヲ
争
フ
訴
状
ノ
事
（
購
等
七
）
」
は
、
現
在
の
土
地
境
界
確
定
の

　
　
　
（
8
）

訴
で
あ
る
。

　
③
訴
状
正
本
・
副
本
　
訴
状
は
二
通
提
出
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
（
鯨
酷

聯
等
）
。
こ
の
規
定
も
訴
答
文
例
に
引
ぎ
継
が
れ
た
わ
け
で
あ
る
（
諸
縮
撤
醐
第
）
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
滝
川
判
事
は
、
訴
答
文
例
施
行
以
前
か
ら
、
す
で
に
訴
状

の
正
本
・
副
本
を
提
出
す
る
慣
例
が
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
の
実
務
に
ま
で
続
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
い
る
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
徳
川
時
代
に
お
い
て
は
、
訴
状
も
答
書
も
、
と

も
に
二
通
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治

初
期
に
お
け
る
、
民
事
手
続
に
関
す
る
成
文
単
行
法
と
慣
習
法
を
条
文
の
形
式

に
ま
と
め
、
こ
れ
に
司
法
省
御
雇
外
人
力
ー
ク
ー
ド
が
自
己
の
意
見
を
附
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
川
）

も
の
に
、
法
務
図
書
館
旧
蔵
「
カ
ー
ク
ゥ
ー
ド
現
行
民
事
手
続
意
見
書
」
が
あ

る
．
そ
の
第
四
五
条
中
に
次
の
ご
と
き
記
載
が
あ
る
。



　
訴
訟
書
類
ハ
届
書
ヲ
除
ク
ノ
外
正
副
二
通
ヲ
具
ス
ル
ヲ
要
ス
但
此
手
続
二
於

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

　
テ
特
二
書
類
ノ
数
ヲ
記
載
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
此
限
二
在
ヲ
ス
（
傭
蕪
還
墾
照
）

　
こ
の
記
載
か
ら
、
訴
状
二
通
を
提
出
す
べ
し
と
す
る
、
原
告
条
例
や
訴
答
文

例
の
規
定
は
、
当
時
の
慣
習
を
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
④
証
拠
に
関
す
る
規
定
。
　
原
告
条
例
は
訴
の
各
種
の
類
型
の
い
ず
れ
の
場

合
に
も
訴
状
に
証
拠
と
な
る
証
書
の
全
文
の
写
を
記
載
す
べ
き
旨
規
定
し
て
い

る
。
ま
た
被
告
条
例
第
八
章
・
十
章
も
同
様
の
趣
旨
で
あ
る
。
そ
れ
が
証
拠
を
文

書
に
限
る
趣
旨
（
証
拠
法
定
主
義
）
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
．
訴
状
に
そ
の
写
が

記
載
さ
れ
な
か
つ
た
証
書
は
、
後
に
提
出
を
許
さ
な
い
趣
旨
（
証
拠
序
列
主
義
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

す
な
わ
ち
失
権
効
を
認
め
る
趣
旨
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

　
ま
た
提
出
さ
れ
た
文
書
に
、
被
告
人
の
「
証
印
」
が
な
い
時
に
は
証
明
力
が

な
い
（
証
明
力
の
法
定
）
と
す
る
規
定
（
恨
結
縣
禰
第
）
に
も
注
目
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
⑤
連
印
　
訴
状
お
よ
ぴ
答
書
に
は
、
差
添
人
の
連
印
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た

（
瀬
堵
練
棚
㈱
勧
臆
挿
畷
晧
躁
酬
聯
晒
礪
）
。
訴
答
文
例
に
お
い
て
は
、
差
添
人
が
代
言

人
に
代
わ
つ
た
わ
け
で
あ
る
が
鋸
状
箋
三
秀
蕩
奏
求
す
る
こ
と
は

封
建
的
残
津
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．

　
ま
た
、
夫
妻
離
別
の
訴
・
養
子
女
離
別
の
訴
に
お
い
て
は
、
一
定
の
親
族
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

奥
書
連
印
が
要
求
さ
れ
て
い
た
（
蝋
桔
捺
醐
悌
知
計
杁
解
〉
。

　
そ
の
ほ
か
．
代
言
人
を
用
い
る
場
合
に
は
、
代
言
人
の
奥
書
連
印
が
必
要
と

さ
れ
て
い
た
（
羅
難
鮨
鐡
寧
）
．

　
⑥
人
的
執
行
　
奉
行
人
や
弟
子
職
業
ノ
者
（
徒
弟
）
に
対
し
て
は
人
的
執
行

が
認
め
ら
れ
て
い
た
（
糎
口
諌
棚
魂
起
」
。
こ
れ
も
封
建
時
代
の
残
津
と
い
う
べ
ぎ

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
原
告
条
例
第
二
十
章
に
附
さ
れ
た
左
院
の
修
正
意
見
に
つ

明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ
な
い
。

　
⑦
離
暦
訴
訟
・
離
縁
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
適
格
夫
妻
離
別
の
訴
は
、
原

則
と
し
て
，
妻
か
ら
は
、
提
起
し
え
な
い
こ
と
に
な
つ
て
い
た
（
妻
の
父
母
等
か

ら
訴
え
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
（
源
惜
繰
鯉
第
）
）
。
ま
た
、
養
子
は
養
父
母
に
対
し
て
離

別
の
訴
を
提
起
で
き
な
い
こ
と
髪
つ
て
い
た
（
講
謡
灘
）
．
こ
れ
ら
は
、
原

告
適
格
の
規
定
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
封
建
時
代
の
残
津
で
あ
る
。

　
⑧
請
求
の
客
観
的
・
主
観
的
併
合
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
立
案
者
が
か
な

り
配
慮
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
、
一
冊
の
訴
状
に

は
一
事
件
し
か
記
載
で
き
ず
（
纒
口
際
棚
策
融
鮒
騨
も
調
射
マ
ま
た
、
貸
借
関
係
に

つ
い
て
、
原
告
が
複
数
の
場
合
も
被
告
が
複
数
の
場
合
も
、
固
有
必
要
的
共
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
悠
）

訴
訟
と
さ
れ
て
い
た
（
輸
堵
灘
輌
越
ゲ
纒
口
瞭
醐
悌
珊
靴
、
マ
そ
の
場
合
の
土
地
管
轄

や
選
定
当
事
者
に
関
し
て
も
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
（
鰹
韓
晒
什
だ
韓
畷
服

甦
）
．

　
⑨
訴
訟
上
の
相
殺
　
被
告
条
例
第
九
則
に
お
い
て
は
、
訴
訟
上
の
相
殺
に
関

す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
．

　
⑩
当
事
者
の
自
主
的
解
決
　
立
案
者
ほ
本
草
案
の
編
纂
に
あ
た
り
、
和
解

（
な
い
し
は
調
停
）
類
似
の
解
決
方
法
に
関
し
て
、
か
な
り
配
慮
し
た
こ
と
、
お

よ
び
、
そ
の
意
昧
で
．
本
草
案
に
は
徳
川
時
代
の
民
事
手
続
の
影
響
が
大
き
か

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く

り
か
え
さ
な
い
。

3214））
奥
平
・
前
掲
日
本
弁
護
士
史
・
八
頁
。

法
令
全
書
・
明
治
三
年
・
五
二
八
頁
以
下
，

契
平
・
前
掲
書
・
一
八
頁
。

九
三

（
蝋
琳
三
九
V



明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

（
4
）
法
令
全
書
・
明
治
五
年
・
四
六
五
頁
以
下
．

（
5
）
　
奥
平
・
前
掲
書
・
三
六
頁
。

（
6
）
な
お
滝
川
判
事
は
、
訴
答
文
例
に
お
け
る
、
代
書
人
・
代
言
人
の
弁
護
士
二
元

主
義
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
代
訴
士
（
奨
。
忌
）
・
弁
護
士
（
塁
8
8
を
継
承
し
た
も

　
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
滝
川
・
前
掲
訴
答
文
例
小
考
・
前
掲
裁
判
法

　
の
諸
問
題
上
・
三
八
七
頁
）
。

　
　
な
お
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
編
「
日
本
弁
護
士
沿
革
史
」
・
三
頁
以
下
参
照
。

（
7
）
　
明
治
初
期
の
特
許
法
と
し
て
は
、
す
で
に
、
明
治
四
年
四
月
七
日
・
太
政
官
布

告
・
第
一
七
五
号
・
「
専
売
略
規
則
」
（
法
令
全
書
・
明
治
四
年
・
コ
ニ
九
頁
以
下
）
が

あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
本
草
案
が
、
「
専
売
免
許
」
に
関
す
る
紛
争
を
予
定
し
て
い

た
こ
と
は
、
当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
専
売
略
規
則
」
は
、
明
治
五
年
三
月
二
九

日
・
太
政
官
布
告
・
第
一
〇
五
号
（
法
令
全
書
・
明
治
五
年
・
八
五
頁
）
に
よ
り
、

廃
止
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
手
塚
豊
「
元
老
院
の
『
専
売
免
許
条
例
』
草
案
－
明
治
法
制
史
料
雑
纂

1
（
六
）
」
・
法
学
研
究
第
三
四
巻
八
号
・
五
二
頁
以
下
参
照
。

（
8
）
　
徳
川
時
代
の
地
童
論
（
境
に
関
し
て
発
生
し
た
訴
訟
）
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
・

前
掲
近
世
民
事
訴
訟
制
度
の
研
究
・
四
八
二
頁
以
下
参
照
．

（
9
）
　
滝
川
・
前
掲
論
文
・
三
九
〇
頁
ー
三
九
六
頁
。

（
1
0
）
　
原
本
は
戦
災
で
焼
失
し
た
が
、
日
本
学
術
振
興
会
に
よ
つ
て
「
現
行
民
事
訴
訟

手
続
及
力
ー
ク
ー
ド
氏
意
見
書
」
と
し
て
覆
刻
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
司
法
省
は
、
旧
民
事
訴
訟
法
典
の
草
案
の
編
纂
者
で
あ
る
、
内
閣
御
雇
ド

イ
ッ
人
テ
ヒ
ョ
ー
に
、
編
纂
作
業
の
参
考
に
供
す
る
た
め
、
従
来
の
成
文
単
行
法
と

慣
習
法
を
、
条
文
の
形
に
集
録
し
た
も
の
（
南
部
甕
男
編
）
を
付
与
し
た
と
い
わ
れ

て
い
る
．
テ
ヒ
ョ
ー
自
身
は
、
彼
の
草
案
の
序
文
に
お
い
て
、
こ
の
彼
に
与
え
ら

れ
た
資
料
を
「
現
在
日
本
で
妥
当
す
る
訴
訟
法
の
法
典
化
し
た
も
の
　
（
↓
9
ぎ
ヨ

国
暮
≦
ξ
場
①
ぎ
臼
〇
三
岡
筍
。
国
。
器
。
『
身
β
夷
晦
辞
鼠
饗
p
目
。
5
0
一
〇。
o
。
9
¢
一
）
」

と
呼
ん
で
お
り
、
特
定
の
書
名
題
目
も
作
製
年
も
明
示
し
て
い
な
い
（
こ
の
点
は
、

九
四

（
二
四
〇
）

す
で
に
手
塚
教
授
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
手
塚
豊
「
司
法
省
御
雇
外
人
力
：
ク
ー

ド
ー
続
続
・
明
治
法
制
史
料
雑
纂
（
三
）
1
」
・
法
学
研
究
第
四
〇
巻
三
号
・
六

五
頁
）
．
一
方
、
テ
ヒ
ョ
ー
草
案
の
日
本
語
訳
た
る
「
訴
訟
法
草
案
」
（
法
務
図
書
館

蔵
）
の
序
文
で
は
、
翻
訳
者
は
、
こ
の
資
料
を
日
本
現
行
訴
訟
手
続
と
訳
し
て
い

る
（
同
書
二
頁
。
　
た
し
か
に
、
同
書
で
は
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
で
は
く
く
つ
て
い
な

い
が
、
日
本
現
行
訴
訟
手
続
と
い
5
名
称
が
、
特
定
の
書
名
題
目
（
固
有
名
詞
）
で

あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
、
読
む
人
に
与
え
る
書
き
か
た
で
あ
る
）
。

　
そ
こ
で
、
テ
ヒ
ョ
：
に
与
え
ら
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
現
行
訴
訟
手
続
」
と
、

カ
ー
ク
ー
ド
に
付
与
さ
れ
た
「
民
事
訴
訟
手
続
」
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

　
石
井
博
士
は
、
両
者
を
同
じ
と
み
る
「
考
え
方
の
方
が
あ
た
つ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
石
井
・
前
掲
明
治
文
化
史
　
法
制
編
・
四
一
七

頁
）
．
　
一
方
、
兼
子
博
士
は
、
両
者
を
同
じ
も
の
と
さ
れ
つ
つ
、
「
民
事
訴
訟
手
続
」

を
「
明
治
十
五
年
頃
」
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
お
ら
れ
る
（
兼
子
一
「
民
事
訴
訟
法

の
制
定
ー
テ
ッ
ヒ
ョ
ー
草
案
を
中
心
と
し
て
ー
」
・
「
民
事
法
研
究
　
第
二
巻
」
・

四
頁
）
。
　
し
か
し
、
カ
！
ク
ー
ド
に
与
え
ら
れ
た
、
「
民
事
訴
訟
手
続
」
に
は
、
明

治
十
八
年
三
月
の
法
令
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
が
、
明
治
十
五

年
頃
作
製
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
（
石
井
・
前
掲
書
・
四
一
七
頁
）
。
仮
に
、

テ
ヒ
ョ
ー
に
付
与
さ
れ
た
「
日
本
現
行
訴
訟
手
続
」
が
、
兼
子
博
士
の
考
証
さ
れ
た

よ
う
に
、
明
治
十
五
年
頃
に
成
つ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
兼
子
博
士
は
そ
の
論

拠
を
示
し
て
お
ら
れ
な
い
）
、
「
民
事
訴
訟
手
続
」
は
「
日
本
現
行
訴
訟
手
続
」
の
増

補
版
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
手
塚
・
前
掲
司
法
省
御
雇
外
人
力
ー
ク
ー
ド
・
五
八

頁
）
．
　
一
方
、
石
井
博
士
、
お
よ
び
、
　
博
士
の
説
に
賛
成
さ
れ
る
手
塚
教
授
の
指

摘
さ
れ
る
ご
と
く
（
手
塚
・
前
掲
司
法
省
御
雇
外
人
カ
ー
ク
：
ド
・
六
五
頁
）
、
両

者
を
同
一
の
も
の
と
考
え
れ
ば
、
テ
ヒ
ョ
ー
が
草
案
の
編
纂
に
着
手
し
て
か
ら
（
そ

の
時
期
は
、
明
治
十
七
年
五
月
以
降
）
、
約
一
年
の
間
は
、
か
よ
う
な
参
考
資
料
は

な
か
つ
た
こ
と
に
な
る
（
手
塚
・
前
掲
司
法
省
御
雇
外
人
力
ー
ク
ー
ド
・
五
八
頁
）
．

染
野
「
わ
が
国
民
事
訴
訟
法
の
近
代
化
の
過
程
」
裁
判
と
法
・
五
一
八
頁
参
照
。



　
　
（
n
）
　
、
現
行
訴
訟
手
続
及
カ
ー
ク
ー
ド
氏
意
見
書
」
（
学
術
振
興
会
に
よ
る
覆
刻

　
　
版
）
・
三
枚
目
・
表
。

　
　
　
な
お
、
そ
の
第
八
十
八
条
は
、
被
告
が
複
数
で
、
そ
の
住
所
が
、
八
里
以
上
離
れ

　
　
て
い
る
場
合
に
は
、
離
れ
て
い
る
被
告
の
数
に
等
し
い
訴
状
副
本
を
提
出
す
ぺ
き

　
　
旨
、
規
定
し
て
い
る
（
同
資
料
・
五
〇
枚
目
・
表
）
。

　
（
1
2
）
滝
川
判
事
は
、
訴
答
文
例
に
お
け
る
、
同
様
な
規
定
に
つ
い
て
、
書
証
の
写
の

　
　
提
出
な
く
し
て
も
、
書
証
自
体
の
提
出
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
と
論
じ
て
お
ら
れ
る

　
　
（
滝
川
・
前
掲
論
文
・
三
九
七
頁
）
。

　
（
1
3
）
　
滝
川
・
前
掲
論
文
・
三
八
八
頁
。

　
（
1
4
）
　
か
よ
う
な
規
定
は
、
訴
答
文
例
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
た
が
（
悌
計
細
傑
．
）
、

　
　
滝
川
判
事
に
よ
る
と
、
そ
の
後
の
太
政
官
布
告
や
判
例
に
よ
り
、
奥
書
連
印
を
欠
く

　
　
訴
も
有
効
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
う
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
（
滝
川
・
前
掲
論
文
・
三

　
　
八
九
頁
ー
三
九
〇
頁
）
。

　
（
1
5
）
訴
答
文
例
に
お
け
る
、
講
求
の
併
合
、
お
よ
び
そ
の
後
の
実
務
の
取
扱
い
に
つ

　
　
い
て
は
、
滝
川
・
前
掲
論
文
・
四
〇
九
頁
以
下
参
照
。

六
総
括
　
原
告
条
例
・
被
告
条
例
の
内
容
に
検
討
を
く
わ
え
て
き
た
が
、
こ
れ

ら
が
、
訴
答
文
例
の
場
合
よ
り
も
、
よ
り
多
く
徳
川
時
代
の
民
事
手
続
の
痕

跡
を
残
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
訴
答
文
例
に
み
ら
れ
る
、
外
国
人
に
対
す
る

特
例
は
、
い
ま
だ
設
け
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
こ
と
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
訴

答
文
例
と
非
常
に
多
く
の
共
通
点
を
持
つ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
思
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
原
告
条
例
・
被
告
条
例
並
び
に
附
録
は
、
訴
答
文
例
の
草

案
で
あ
つ
た
と
み
て
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
．

　
　
後
記
　
太
政
類
典
の
な
か
か
ら
聴
訟
規
則
を
発
見
さ
れ
た
の
は
手
塚
豊
教
授
で
あ

　
り
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
つ
て
も
同
教
授
か
ら
多
く
の
御
教
示
を
う
る
こ
と
が
で
き

　
た
。
記
し
て
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
ま
た
本
稿
作
成
に
つ
い
て
は
石

　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

渡
君
の
努
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
も
特
筆
し
て
お
き
た
い
（
石
川
記
）
。

　
前
註

　
（
1
）
　
現
在
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
字
体
は
普
通
の
も
の
に
改
め
た
。
マ
（
コ
ト
）
．

　
　
陀
（
ト
モ
）
、
併
（
ト
キ
）
、
匠
（
区
）
、
假
（
仮
）
、
窩
（
写
）
の
類
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
ふ
り
が
な
は
、
漢
字
の
左
側
に
附
さ
れ
て
い
た
が
、
印
刷
の
便
宜
の
た
め
、
右

　
　
側
に
附
し
た
。
た
だ
し
、
附
録
・
第
九
号
で
は
、
初
め
か
ら
右
側
に
附
さ
れ
て
い

　
　
た
。

　
（
3
）
　
附
録
の
書
式
の
図
形
は
、
印
刷
の
便
宜
上
多
少
変
形
し
た
も
の
が
あ
る
。

太
政
類
典
瑚
輔
五
年

　
地
方
部

　
　
訴
訟

三
月
日
闘
圃
囲

聴
訟
規
則
ヲ
定
ム

　
　
司
法
省
伺

　
即
今
詞
訟
法
一
定
ノ
規
則
無
之
府
県
ノ
裁
判
自
然
区
々
二
相
成
候
間
詞
訟
法

　
概
略
相
定
一
般
御
布
告
相
成
度
候
依
テ
原
告
被
告
条
例
並
二
附
録
丈
ヶ
先
以

　
草
案
取
調
進
呈
仕
候
猶
審
判
条
例
ノ
儀
ハ
追
々
取
調
可
相
伺
候
此
段
草
案
三

　
冊
相
添
至
急
御
評
決
相
伺
候
也
三
月
二
日

　
伺
之
通

　
　
　
聴
訟
規
則

原
告
条
例

　
第
一
則

九
五

（
コ
四
一
）



　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

　
　
　
ソ
シ
ヨ
ウ
方
　
　
ア
ヒ
テ
方

　
　
　
原
告
人
ヨ
リ
被
告
人
住
所
ノ
書
附
ヲ
受
取
ル
事

第
一
章
　
凡
ソ
訴
訟
ヲ
為
ソ
ト
ス
ル
原
告
人
ハ
其
管
轄
ノ
拘
役
人
ノ
添
翰
ヲ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ

テ
馨
人
ヲ
纂
ス
論
霧
室
リ
馨
人
ノ
砦
－
職
業
－
ノ
粛
ヲ
受

取
リ
然
ル
後
二
訴
状
ヲ
作
ル
可
シ

第
二
章
原
告
人
被
告
人
ト
管
轄
ヲ
異
ニ
シ
道
路
隔
絶
ナ
ル
ヲ
以
テ
原
告
人
自

ラ
他
管
廟
霧
二
至
ル
ノ
労
暑
ン
ー
欲
ス
ル
者
ハ
其
旨
趣
ヲ
募
籍
ノ

蟹
場
二
願
ヒ
役
場
ノ
文
通
ヲ
以
テ
被
告
人
ノ
砦
職
業
ノ
粛
ヲ
受
取
ル
ノ

便
宜
法
二
因
ル
モ
妨
ケ
無
シ
ト
ス

　
　
第
二
則

　
　
　
差
添
人
ノ
事

第
三
章
原
告
人
訴
状
ヲ
以
テ
饗
人
二
示
シ
自
分
ノ
差
添
人
ト
為
サ
ン
マ

ヲ
請
ヒ
役
人
之
ヲ
許
諾
セ
ハ
其
ノ
連
名
ノ
調
印
ヲ
受
ク
可
シ

第
四
章
　
拘
役
人
差
添
人
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
時
ハ
己
レ
ニ
代
ル
可
キ
平
民

　
　
　
　
ヰ

ノ
名
代
人
ヲ
官
吏
ヨ
リ
選
フ
可
シ

　
〔
左
院
官
吏
ヨ
リ
ノ
四
字
剛
去
ル
ベ
シ

第
五
章
　
原
告
人
士
族
ナ
レ
ハ
差
添
人
モ
亦
士
族
タ
ル
可
ク
原
告
人
神
職
僧
徒

ナ
レ
ハ
差
添
人
モ
亦
タ
神
職
僧
徒
タ
ル
ヘ
シ
若
シ
同
族
同
種
ノ
中
二
差
添
人
ト

為
ス
可
キ
者
ナ
ケ
レ
ハ
其
由
ヲ
裁
判
所
二
願
ヒ
臨
時
ノ
指
揮
ヲ
請
フ
ヲ
許
ス

　
【
　
　
左
院
其
由
ノ
以
下
二
十
字
剛
去
リ
管
轄
被
役
場
ノ
指
揮
ヲ
講
フ
ベ
シ
ノ
十

　
　
二
字
二
改
ム

第
六
章
　
原
告
人
官
院
省
使
府
県
等
ノ
官
吏
ナ
レ
ハ
其
官
院
省
使
府
県
二
就
キ

其
添
翰
ヲ
請
フ
可
シ
差
添
人
ハ
原
告
人
ノ
親
戚
若
ハ
朋
友
タ
ル
可
シ

　
　
第
三
則

九
六

（
二
四
二
）

　
　
　
訴
状
一
般
ノ
心
得
ノ
事

第
七
章
　
凡
ソ
訴
状
ハ
真
誠
質
直
ニ
シ
テ
一
毫
ノ
虚
飾
ナ
ク
確
実
ノ
証
拠
ト
為

ス
可
キ
事
件
ノ
ミ
ヲ
陳
述
シ
誠
意
ヲ
以
テ
本
旨
ヲ
達
ス
ル
コ
ト
ニ
著
眼
シ
文
飾

冗
長
ナ
ラ
ズ
シ
テ
撲
実
管
短
ナ
ル
コ
ト
ニ
注
意
ス
可
シ

第
八
章
訴
状
ハ
自
分
訴
ル
所
ノ
苦
情
又
ハ
被
告
人
違
約
又
ハ
非
理
ノ
件
々
ヲ

述
フ
可
シ
自
分
ノ
推
察
ヲ
以
テ
被
告
人
ノ
証
迩
ナ
キ
悪
事
ヲ
陳
述
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ス

第
九
章
　
訴
状
ノ
始
二
原
告
人
ト
被
告
人
ト
ノ
氏
名
ヲ
記
シ
住
所
職
業
ヲ
肩
書

ニ
シ
訴
状
ノ
末
二
年
号
干
支
月
日
ヲ
記
シ
原
告
人
ト
差
添
人
ト
ノ
連
印
ヲ
押
ス

ヘ
繭
鰹
勇
ヲ

第
十
章
　
訴
状
ヲ
裁
判
所
二
呈
ス
ル
ハ
ニ
通
ヲ
以
テ
定
則
ト
ス
其
一
通
ヲ
裁
判

所
二
留
メ
其
一
通
ヲ
被
告
人
二
示
ス

　
　
第
四
則

　
　
　
貸
附
米
金
掩
滞
ノ
訴
状
ノ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
ヤ
ス

第
十
一
章
貸
附
ケ
シ
米
金
返
済
掩
滞
ノ
訴
状
ハ
先
ッ
標
題
ノ
為
二
米
金
元
利

ノ
計
算
ト
貸
渡
セ
シ
年
号
干
支
月
日
ト
ヲ
記
載
シ
其
証
拠
二
証
書
ノ
全
文
ノ
写

ヲ
出
シ
然
シ
テ
後
二
被
告
人
返
済
ノ
期
ヲ
過
キ
テ
返
済
セ
サ
ル
ノ
事
ヲ
陳
述
ス

可
繭
鱗
舅
ヲ

第
十
二
章
　
田
畑
ヲ
貸
渡
セ
シ
小
作
米
金
物
品
ノ
損
料
金
諸
種
ノ
立
替
金
召
抱

人
等
ノ
引
負
金
職
人
等
ノ
前
貸
米
金
貸
地
貸
家
ノ
賃
金
等
ヲ
受
取
ラ
ソ
ト
ス
ル

ノ
訴
状
ハ
第
十
一
章
二
照
準
ス
可
シ

　
　
第
五
則

　
　
　
預
ケ
米
金
掩
滞
ノ
訴
状
ノ
事



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
ヤ
ス

第
十
三
章
　
預
ケ
シ
米
金
ノ
返
済
滝
滞
ノ
訴
状
ハ
先
ッ
標
題
ノ
為
二
米
金
ノ
員

数
ト
預
ケ
シ
年
号
干
支
月
日
ト
ヲ
記
載
シ
其
証
拠
二
証
書
ノ
全
文
ノ
写
ヲ
出
シ

然
シ
テ
後
二
被
告
人
違
約
シ
テ
返
済
セ
サ
ル
事
ヲ
陳
述
ス
可
シ

第
十
四
章
　
借
地
等
ノ
敷
金
養
子
女
妻
妾
等
ノ
持
参
金
実
家
又
ハ
親
族
等
ノ
仕

送
リ
金
ヲ
受
取
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
訴
状
ハ
第
十
三
章
二
照
準
ス
ベ
シ

　
　
第
六
則

　
　
　
売
掛
代
金
掩
滞
ノ
訴
状
ノ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
ヤ
ス

第
十
五
章
　
売
掛
代
金
滝
滞
ノ
訴
状
ハ
先
ッ
標
題
ノ
為
二
受
取
ル
可
キ
金
高
ヲ

記
シ
其
証
拠
二
帳
面
総
計
ノ
高
ヲ
出
シ
被
告
人
ノ
証
印
ア
ル
コ
ト
ヲ
モ
表
シ
然

シ
テ
毯
馨
人
ノ
違
約
藩
セ
ζ
－
ヲ
陳
述
ス
可
崩
鰻
房
ヲ

第
十
六
章
　
売
掛
代
金
又
ハ
旅
籠
代
金
賄
代
金
ノ
類
証
拠
ト
ス
可
キ
通
帳
附
込

帳
等
二
被
告
人
ノ
証
印
ナ
キ
時
ハ
無
証
ノ
書
類
二
帰
ス
ル
ヲ
以
テ
原
告
人
ノ
証

　
ハ
マ
マ
レ

拠
ナ
ス
ヲ
得
ス

　
　
第
七
則

　
　
　
手
附
金
売
買
違
約
ノ
訴
状
ノ
事

第
十
七
章
米
塩
糸
茶
等
ヲ
買
ヒ
手
附
金
ヲ
渡
シ
約
定
期
限
内
二
残
金
ヲ
渡
サ

ソ
ト
ス
ル
時
二
至
リ
被
告
人
違
約
シ
テ
米
塩
糸
茶
等
ヲ
渡
サ
・
ル
ノ
訴
状
ハ
先

　
メ
　
ヤ
ス

ッ
標
題
ノ
為
二
手
附
金
ヲ
渡
セ
シ
干
支
月
目
及
ヒ
残
金
ヲ
渡
シ
物
品
ヲ
受
取
ヘ

キ
約
定
期
限
ノ
干
支
月
目
ヲ
記
載
シ
テ
其
証
拠
二
約
定
書
ノ
全
文
ノ
写
ヲ
出
シ

然
シ
テ
後
・
被
告
人
違
約
ノ
事
件
ヲ
陳
述
奇
シ
購
鰻
翼
ヲ

第
十
八
章
　
米
塩
糸
茶
等
ヲ
売
リ
手
附
金
ヲ
受
取
リ
約
定
期
限
二
至
リ
残
金
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
マ
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ

受
取
ル
可
キ
時
二
至
リ
彼
告
人
違
約
シ
テ
残
金
ヲ
渡
サ
・
ル
ノ
訴
状
ハ
先
ッ
標

ヤ
ス題

ノ
為
二
手
附
金
ヲ
受
取
リ
シ
干
支
月
日
及
ヒ
残
金
ヲ
受
取
リ
物
品
ヲ
渡
ス
可

　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

キ
約
定
期
限
ノ
干
支
月
日
ヲ
記
載
シ
テ
其
ノ
証
拠
二
約
定
書
全
文
ノ
写
ヲ
出
シ

然
シ
テ
後
義
告
人
違
約
ノ
事
件
ヲ
陳
述
奇
シ
朋
螺
嘔
ヲ

　
　
第
八
則

　
　
　
　
受
負
料
掩
滞
ノ
訴
状
ノ
事

第
十
九
章
　
大
工
左
官
等
諸
職
業
ノ
受
負
料
及
ヒ
賄
方
人
足
方
等
ノ
受
負
料
掩

滞
ノ
訴
状
ハ
先
ッ
標
題
ノ
為
二
受
負
ヒ
シ
干
支
月
日
ト
受
負
ノ
金
高
ト
己
二
受

取
リ
シ
金
数
ト
未
ダ
受
取
ラ
ザ
ル
金
数
ト
ヲ
記
載
シ
テ
其
証
拠
二
約
定
書
ノ
全

文
ノ
写
ヲ
出
シ
然
シ
テ
後
二
被
告
人
違
約
ノ
事
ヲ
述
フ
ヘ
シ

　
　
第
九
則

　
　
　
奉
公
人
違
約
ノ
訴
状
ノ
事

第
二
十
章
年
季
ヲ
約
シ
前
金
ヲ
渡
シ
抱
へ
入
レ
シ
奉
公
人
年
季
未
満
内
二
其

家
ヲ
出
テ
還
ラ
サ
ル
者
ヲ
取
返
サ
ソ
ト
ス
ル
ノ
訴
状
ハ
先
ッ
標
題
ノ
為
二
抱
へ

入
レ
シ
干
支
月
日
ト
約
定
ノ
年
季
ト
前
渡
シ
セ
シ
金
数
ト
ヲ
記
載
シ
テ
其
ノ
証

拠
二
証
書
ノ
全
文
ノ
写
ヲ
出
シ
然
シ
テ
後
二
被
告
人
ノ
違
約
セ
シ
事
件
ヲ
述
フ

可
シ

　
〔
　
　
左
院
ヲ
取
返
サ
ソ
ト
ス
ル
ノ
九
字
剛
去
リ
者
ノ
違
約
シ
タ
ル
ニ
就
テ
ノ
、

　
　
十
一
字
二
改
ム
ヘ
シ

　
　
第
十
則

　
　
　
弟
子
職
業
ノ
者
違
約
ノ
訴
状
ノ
事

第
二
十
一
章
職
業
伝
習
ノ
為
二
引
受
シ
弟
子
職
業
ノ
者
職
業
練
熟
ノ
後
報
恩

奉
公
ノ
年
季
ヲ
約
シ
年
季
未
満
内
二
其
家
ヲ
出
テ
還
ラ
サ
ル
者
ヲ
取
戻
サ
ン
ト

ス
ル
ノ
訴
状
ハ
先
ッ
標
題
ノ
為
メ
ニ
引
受
ケ
シ
干
支
月
日
ト
報
恩
奉
公
ノ
年
数

ト
ヲ
記
載
シ
其
ノ
証
拠
二
証
書
ノ
全
文
ノ
写
ヲ
出
シ
然
シ
テ
後
二
被
告
人
ノ
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
（
一
一
四
三
）



明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
整
口
条
例
・
附
録
）

約
ヲ
述
フ
可
シ

第
二
十
二
章
　
弟
子
職
ノ
者
又
ハ
奉
公
人
等
其
ノ
師
匠
又
ハ
主
人
ヨ
リ
受
取
ル

可
キ
給
米
金
掩
滞
の
訴
状
ハ
第
二
十
一
章
二
照
準
ス
可
シ

　
　
第
十
一
則

　
　
　
専
売
免
許
ヲ
犯
セ
シ
訴
状
ノ
事

第
二
十
三
章
凡
ソ
自
分
専
売
ノ
免
許
ヲ
受
シ
職
業
人
他
ノ
専
売
ノ
免
許
ヲ
受

サ
ル
者
私
二
売
買
ス
ル
コ
ト
ヲ
禁
止
セ
ソ
コ
ト
ヲ
争
フ
訴
状
ハ
先
ッ
標
題
ノ
為

二
専
売
免
許
ヲ
受
シ
年
号
干
支
月
日
ト
免
許
ヲ
受
シ
役
所
ノ
名
ト
専
売
免
許
ノ

年
限
ト
ヲ
記
載
シ
其
ノ
証
拠
二
免
許
ノ
証
印
又
ハ
証
書
ノ
写
ヲ
出
シ
然
シ
テ
後

二
被
告
人
ノ
非
理
ノ
所
為
ヲ
陳
述
ス
可
シ

第
二
十
四
章
凡
ソ
諸
商
業
従
前
ノ
沿
襲
二
因
リ
株
式
ト
称
シ
官
院
省
使
府
県

等
専
売
免
許
ノ
証
印
証
書
ナ
キ
者
ハ
自
己
ノ
商
業
二
妨
ケ
ア
ル
ヲ
以
テ
他
人
ノ

商
業
ヲ
禁
止
セ
ン
コ
ト
ヲ
訴
ル
ヲ
得
ス

　
　
第
十
二
則

　
　
　
商
会
中
取
引
ノ
訴
状
ノ
事

第
二
十
五
章
凡
ソ
諸
商
会
中
甲
ノ
商
人
ト
乙
ノ
商
人
ト
ノ
諸
種
ノ
取
引
米
金

ノ
類
ニ
テ
乗
合
商
売
ト
称
ス
ル
者
モ
証
書
確
実
ナ
ル
者
ハ
之
ヲ
訴
ル
ヲ
得
可
シ

第
二
十
六
章
凡
ソ
既
二
発
行
セ
シ
甲
ノ
商
会
ヨ
リ
将
二
発
行
セ
ン
ト
ス
ル
乙

ノ
商
会
ノ
己
レ
ニ
妨
ケ
ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
禁
止
セ
ン
コ
ト
ヲ
訴
ル
ヲ
得
ス

　
　
第
十
三
則

　
　
　
夫
妻
離
別
ノ
訴
状
ノ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

第
二
十
七
章
　
夫
妻
離
別
ノ
訴
状
ハ
先
標
題
ノ
為
二
夫
ノ
氏
名
生
年
妻
ノ
氏
名

生
年
及
ヒ
婚
姻
セ
シ
年
号
干
支
月
日
ヲ
記
載
シ
其
証
拠
二
管
轄
ノ
役
場
へ
届
置

九
八
　
　
（
二
四
四
）

キ
シ
全
戸
総
人
数
ノ
戸
籍
ノ
写
ヲ
出
シ
然
シ
テ
後
二
離
婚
ヲ
為
ス
可
キ
原
由
ヲ

陳
述
ス
可
シ

第
二
十
八
章
原
告
人
夫
ナ
レ
ハ
其
父
母
若
シ
父
母
生
存
セ
サ
レ
ハ
祖
父
母
又

ハ
尊
属
ノ
親
族
二
人
以
上
ノ
奥
書
連
印
ヲ
出
ス
ヘ
シ
若
シ
尊
属
ノ
親
族
ナ
ケ
レ

ハ
卑
属
ノ
親
族
又
ハ
嬰
タ
ル
ヘ
繭
鰻
麟
ヲ

第
二
十
九
章
原
告
人
妻
ナ
レ
ハ
其
ノ
里
方
ノ
父
母
又
ハ
其
ノ
尊
属
ノ
親
族
ヨ

リ
訴
フ
可
シ
若
シ
尊
属
親
族
ナ
ケ
レ
ハ
卑
属
ノ
親
族
又
ハ
朋
友
ヨ
リ
訴
フ
可
シ

其
他
奥
書
連
印
等
ノ
法
夫
ノ
訴
状
ノ
如
ク
ス
可
シ
若
シ
事
危
急
二
出
レ
ハ
其
妻

自
ラ
訴
ル
ヲ
禁
セ
ス

　
　
第
十
四
則

　
　
　
養
子
女
ヲ
離
別
ス
ル
訴
状
ノ
事

第
三
十
章
凡
ソ
養
子
女
ヲ
離
別
ス
ル
ノ
訴
状
ハ
先
ッ
標
題
ノ
為
二
養
父
母
養

子
女
ノ
生
年
ト
其
ノ
養
子
女
ト
為
セ
シ
年
号
干
支
月
日
ト
ヲ
記
載
シ
其
ノ
証
拠

二
原
告
被
告
双
方
ノ
全
戸
総
人
数
ノ
戸
籍
ノ
写
ヲ
出
シ
然
シ
テ
後
二
離
別
ス
可

キ
原
由
ヲ
陳
述
シ
原
告
人
ノ
親
族
二
人
以
上
ノ
奥
書
連
印
ヲ
出
ス
可
シ

第
三
十
一
章
　
養
子
女
ノ
実
父
母
ヨ
リ
養
父
母
ヲ
相
手
取
リ
養
子
女
ヲ
取
戻
サ

ソ
ト
ス
ル
ノ
訴
状
ハ
第
三
十
章
二
照
準
ス
可
シ
若
実
父
母
ナ
ケ
レ
ハ
養
子
女
ノ

親
族
ヨ
リ
訴
フ
可
シ

第
三
十
二
章
　
養
子
女
ヨ
リ
養
父
母
ヲ
相
手
取
リ
自
ラ
離
別
ヲ
請
フ
ノ
訴
ヲ
為

ス
ヲ
得
ス

　
　
第
十
五
則

　
　
　
家
督
相
続
ヲ
争
フ
訴
状
ノ
事

第
三
十
三
章
家
督
相
続
ヲ
争
フ
訴
状
ハ
父
母
ト
相
続
人
ト
ノ
生
年
ヲ
記
載
シ



原
告
被
告
双
方
ノ
全
戸
総
人
数
ノ
戸
籍
ノ
写
ト
譲
状
遺
状
等
ノ
証
書
ノ
全
文
ノ

写
ヲ
出
シ
然
シ
テ
後
二
自
分
相
続
人
ト
為
ル
可
キ
条
理
ト
被
告
人
相
続
人
ト
為

ル
可
ラ
サ
ル
ノ
条
理
ト
ヲ
述
フ
可
シ

　
　
第
十
六
則

　
　
　
田
畑
山
林
等
売
買
違
約
ノ
訴
状
ノ
事

第
三
十
四
章
　
田
畑
山
林
屋
敷
建
家
等
ヲ
買
ヒ
其
ノ
田
畑
山
林
屋
敷
建
家
等
ヲ

受
取
ラ
ン
ト
ス
ル
ノ
訴
状
ハ
第
＋
七
章
ノ
法
ノ
如
ク
ス
可
痴
謬
難
蜜
暇

隊
盟

第
三
十
五
章
　
　
貸
地
貸
家
ノ
明
渡
シ
ヲ
争
フ
訴
状
モ
亦
タ
第
十
七
章
ノ
法
ノ

如
ク
ス
可
シ

第
三
十
六
章
　
田
畑
山
林
屋
敷
建
家
等
ヲ
売
リ
其
ノ
田
畑
山
林
屋
敷
建
家
等
ヲ

引
渡
サ
ン
ト
ス
ル
ノ
訴
状
ハ
第
十
八
章
ノ
法
ノ
如
ク
ス
可
シ

　
　
第
十
七
則

　
　
　
経
界
ヲ
争
フ
訴
状
ノ
事

第
三
十
七
章
　
凡
ソ
国
郡
郷
村
山
林
川
沢
田
園
道
路
屋
敷
建
家
等
ノ
分
界
ヲ
争

フ
訴
状
ハ
其
ノ
証
拠
ト
為
ス
可
キ
伝
来
ノ
書
類
或
ハ
絵
図
ノ
目
録
ヲ
記
載
シ
然

シ
テ
後
二
被
告
人
ノ
非
理
ヲ
陳
述
ス
可
シ

第
三
十
八
章
　
証
拠
ノ
書
類
絵
図
ノ
写
ハ
別
冊
又
ハ
別
巻
ト
為
シ
番
号
ヲ
記
シ

テ
区
別
ス
可
シ

第
三
十
九
章
絵
図
ハ
分
明
ノ
著
色
ヲ
用
ユ
可
シ
其
著
色
ノ
区
別
ハ
原
告
ノ
区

域
ヲ
桃
花
色
ト
シ
被
告
ノ
区
域
ヲ
黄
色
ト
シ
論
所
ノ
区
域
ヲ
無
著
色
ト
為
ス
可

繭
螺
毒
．

　
　
第
十
八
則

　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

　
　
　
　
一
冊
ノ
訴
状
ハ
一
事
件
二
止
ル
可
キ
事

第
四
十
章
訴
状
ハ
原
告
被
告
二
人
又
ハ
三
人
以
上
ヲ
論
セ
ス
一
冊
ノ
訴
状
ハ

一
事
ノ
案
件
二
過
ル
ヲ
得
ス
若
シ
一
冊
ノ
訴
状
ニ
シ
テ
被
告
人
各
種
ノ
数
案
件

ヲ
合
セ
ハ
訟
庭
紛
擾
ニ
シ
テ
事
理
混
濡
ス
ル
ノ
患
ヲ
生
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ

第
四
十
一
章
原
告
人
一
名
ニ
シ
テ
同
時
二
数
件
ヲ
訴
ソ
ト
欲
セ
ハ
宜
シ
ク
数

冊
ノ
訴
状
ヲ
呈
ス
可
シ
仮
令
ハ
一
冊
ハ
甲
ヲ
相
手
取
り
一
冊
ハ
乙
ヲ
訴
へ
一
冊

ハ
丙
ヲ
訴
ル
カ
如
シ

　
　
第
十
九
則

　
　
　
一
冊
ノ
訴
状
ニ
シ
テ
ニ
件
以
上
ヲ
合
ス
事

第
四
十
二
章
原
告
被
告
各
一
人
ニ
シ
テ
其
ノ
貸
借
二
事
以
上
ノ
案
件
ナ
ル
時

ハ
一
冊
ノ
訴
状
ニ
シ
テ
ニ
件
以
上
ヲ
合
ス
ヲ
得
シ
是
レ
案
件
相
連
ラ
サ
ル
ヲ
得

ス
シ
テ
他
人
混
清
ノ
患
ナ
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ
原
告
被
告
三
人
以
上
ト
難
ト
モ
同
一

ノ
原
告
被
告
ニ
シ
テ
貸
借
ノ
案
件
二
事
以
上
ナ
ル
モ
亦
タ
本
章
ノ
法
ノ
如
ク
ナ

ル
ヲ
得
ヘ
シ

　
　
第
二
十
則

　
　
　
原
告
人
連
名
ノ
訴
状
ノ
事

第
四
十
三
章
　
二
人
以
上
連
名
ノ
貸
附
証
文
ヲ
以
テ
貸
渡
セ
シ
米
金
等
ヲ
受
取

ラ
ン
ト
ス
ル
訴
状
ハ
連
名
ヲ
以
テ
訴
フ
ヘ
シ
若
シ
貸
方
連
名
三
人
ナ
ル
ヲ
一
人

ニ
シ
テ
之
ヲ
訴
ソ
ト
欲
セ
ハ
一
人
ノ
者
他
ノ
ニ
人
ヨ
リ
依
頼
ノ
証
書
ヲ
取
リ
之

ヲ
証
－
為
シ
願
ヒ
出
ッ
可
前
鰹
聡
ヲ

第
四
十
四
章
貸
方
二
人
以
上
ノ
連
名
中
管
轄
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ア
ラ
ハ
甲
ノ
管

轄
二
訴
ル
モ
乙
ノ
管
轄
二
訴
ル
モ
連
名
中
ノ
便
宜
二
従
フ
ヲ
得
ベ
シ
仮
令
ハ
甲

ノ
管
轄
二
訴
ヘ
ハ
乙
ハ
他
管
ノ
者
ト
難
ト
モ
甲
二
連
名
シ
テ
訴
ル
ヲ
得
ヘ
シ
若

九
九
　
　
（
二
四
五
）



明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

シ
乙
連
名
シ
テ
訴
ル
ヲ
欲
セ
サ
レ
ハ
甲
二
附
ス
ル
ニ
依
頼
ノ
証
書
ヲ
以
テ
ス
可

シ　
　
第
二
十
一
則

　
　
　
被
告
人
連
名
ノ
訴
状
ノ
事

第
四
十
五
章
　
二
人
以
上
連
名
ノ
借
用
証
文
ヲ
以
テ
貸
渡
セ
シ
米
金
等
ヲ
受
取

ラ
ソ
ト
ス
ル
ノ
訴
状
ハ
尽
ク
連
名
ノ
人
数
ヲ
相
手
取
ル
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ケ
オ
チ

第
四
十
六
章
　
借
方
連
名
中
若
シ
失
踪
ノ
者
又
ハ
死
亡
シ
テ
相
続
人
ナ
キ
者
等

ア
ラ
ハ
連
名
人
ノ
末
二
失
踪
又
ハ
死
亡
セ
シ
人
名
ヲ
出
シ
年
号
干
支
月
日
失
踪

又
ハ
死
亡
セ
ζ
与
纂
役
人
何
蕃
差
ル
ト
記
載
ス
可
シ
難
盟

埼第
四
十
七
章
　
借
方
ノ
連
名
中
管
轄
ヲ
異
ニ
ス
ル
者
ア
ラ
ハ
連
名
中
ノ
甲
ノ
管

轄
二
於
テ
審
判
ス
ル
ヲ
願
フ
モ
乙
ノ
管
轄
二
於
テ
審
判
ス
ル
ヲ
願
フ
モ
一
二
原

告
人
ノ
望
二
由
ル
可
シ
仮
令
ハ
原
告
人
ハ
東
京
府
ニ
シ
テ
被
告
人
三
名
中
甲
ハ

東
京
府
乙
ハ
大
阪
府
丙
ハ
長
崎
県
ナ
ラ
ソ
ニ
甲
ノ
管
轄
二
於
テ
ス
ル
モ
乙
或
ハ

丙
ノ
管
轄
二
於
テ
ス
ル
モ
一
二
原
告
人
ノ
望
願
二
任
ス
カ
如
シ

　
　
第
二
十
二
則

　
　
　
譲
証
文
ヲ
以
テ
訴
ル
事

第
四
十
八
章
凡
ソ
甲
ヨ
リ
乙
二
貸
セ
シ
米
金
又
ハ
預
ケ
シ
米
金
ヲ
甲
ヨ
リ
丙

二
譲
リ
シ
ニ
乙
ヨ
リ
丙
二
返
済
セ
ス
シ
テ
丙
ヨ
リ
乙
ヲ
相
手
取
リ
其
米
金
ヲ
受

取
ラ
ソ
ト
ス
ル
訴
状
ハ
甲
ヨ
リ
丙
二
譲
リ
シ
証
拠
二
譲
証
文
ノ
写
ヲ
記
載
ス
可

シ
若
シ
甲
ヨ
リ
丙
二
譲
リ
シ
証
文
無
ケ
レ
ハ
甲
ト
乙
ト
ノ
関
係
ニ
シ
テ
乙
ト
丙

ト
ノ
関
係
ナ
シ
ト
ス
故
茜
ヨ
老
ヲ
相
叢
ル
ヲ
得
論
螺
翼
ヲ

　
　
第
二
十
三
則

一
〇
〇
　
　
（
二
四
六
）

　
　
　
名
代
人
ノ
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
マ

第
四
十
九
章
　
凡
ソ
原
告
人
ハ
老
幼
婦
女
疾
病
事
故
二
論
ナ
ク
代
人
ヲ
シ
テ
代

言
セ
シ
ム
ル
ヲ
許
ス
代
言
人
ヲ
用
ユ
ル
者
ハ
其
訴
状
ノ
奥
書
二
原
告
人
ヨ
リ
代

言
人
二
依
頼
セ
シ
旨
ヲ
記
載
シ
テ
原
告
人
及
ヒ
代
言
人
ノ
連
印
ヲ
為
ス
可
シ
若

シ
奥
書
連
印
ナ
ヶ
レ
ハ
代
人
ヲ
シ
テ
代
言
セ
シ
ム
ル
ヲ
許
サ
ス
若
シ
原
告
人
代

言
人
ヲ
シ
テ
代
言
セ
シ
ム
ル
ト
錐
ト
モ
自
身
訟
庭
二
出
テ
陪
聴
セ
ソ
ト
欲
ス
ル

者
ハ
之
ヲ
許
ス
諜
蝉
毒

第
五
十
章
　
訴
訟
中
原
告
人
又
ハ
代
言
人
ノ
疾
病
事
故
二
因
リ
一
時
仮
リ
ノ
名

代
人
ヲ
出
ス
時
ハ
亦
タ
原
告
人
又
ハ
代
言
人
ヨ
リ
仮
リ
ノ
名
代
ヲ
依
頼
ス
ル

ノ
証
書
ヲ
出
ス
可
シ
若
シ
証
書
ナ
ケ
レ
ハ
仮
リ
ノ
名
代
人
ト
為
ス
ヲ
許
サ
ス

附
録
第
十
二
号

ヲ
見
合
ス
可
シ

　
　
　
聴
訟
規
則

　
　
被
告
条
例

　
　
第
一
則

　
　
　
答
書
一
般
ノ
心
得
ノ
事

第
一
章
　
凡
ソ
被
告
人
裁
判
所
ノ
奥
書
ア
ル
原
告
人
ノ
訴
状
ヲ
受
取
ラ
ハ
謹
慎

細
読
シ
原
告
人
ノ
陳
述
ス
ル
所
条
理
ア
ラ
ハ
速
二
原
告
人
二
熟
議
シ
テ
百
方
解

訟
ヲ
請
ヒ
原
告
人
之
ヲ
許
諾
セ
ハ
熟
議
解
訟
ノ
答
書
ヲ
作
リ
之
ヲ
裁
判
所
二
呈

奇
シ
難
弱
見

第
二
章
原
告
人
ノ
述
ル
所
非
理
又
ハ
詐
偽
二
出
テ
弁
解
ス
可
キ
確
証
ア
ラ
ハ

其
証
拠
二
証
書
ノ
全
文
ノ
写
ヲ
記
載
シ
然
シ
テ
後
二
非
理
又
ハ
詐
偽
ナ
ル
コ
ト

ヲ
陳
述
ス
可
シ



第
三
章
　
凡
ソ
答
書
ノ
姶
二
被
告
人
ノ
氏
名
ヲ
記
シ
住
所
職
業
ヲ
肩
書
ニ
シ
答

書
ノ
末
二
年
号
干
支
月
日
ヲ
記
シ
被
告
人
ノ
氏
名
及
ヒ
差
添
人
ノ
氏
名
押
印
ア

奇
シ
叢
鐸
覇

　
　
第
二
則

　
　
　
差
添
人
ノ
事

第
四
章
馨
人
答
青
以
テ
其
ノ
管
轄
ノ
嬰
場
縫
ノ
類
ノ
官
吏
二
示
シ

自
分
ノ
差
添
人
ト
為
サ
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
可
シ
其
他
差
添
人
ノ
方
法
ハ
原
告
条
例

第
三
章
及
ヒ
第
四
章
第
五
章
ノ
法
ノ
如
ク
ス
可
シ

　
〔
左
院
名
主
年
寄
ノ
類
ノ
註
文
官
吏
ノ
下
二
置
ク
可
シ

　
　
第
三
則

　
　
　
名
代
人
ノ
事

第
五
章
凡
ソ
被
告
人
ハ
老
皆
幼
粧
疾
病
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
容
易
・
代
人
ヲ

シ
テ
代
言
セ
シ
ム
ル
ヲ
許
サ
ス
若
シ
本
人
訥
弁
ニ
シ
テ
解
説
ス
ル
ヲ
善
ク
セ
ス

或
ハ
事
理
盤
錯
シ
テ
弁
解
ス
ル
ヲ
難
ソ
ス
ル
ノ
類
ニ
テ
代
人
ヲ
シ
テ
代
言
セ
シ

メ
ソ
ト
欲
セ
ハ
本
人
代
言
人
ト
共
二
訟
庭
二
出
テ
代
人
ヲ
シ
テ
代
言
セ
シ
メ
己

レ
其
傍
二
陪
シ
以
テ
結
局
ノ
決
議
ヲ
為
ス
可
シ

第
六
章
被
告
人
老
幼
疾
病
ヲ
以
テ
名
代
人
ヲ
出
ス
ト
キ
ハ
原
告
条
例
第
四
十

九
章
及
ヒ
第
五
十
章
ノ
法
ノ
如
ク
ス
可
シ

　
　
第
四
則

　
　
　
　
　
ス
ミ
カ
ク

　
　
　
熟
議
解
訟
ノ
答
書
ノ
事

第
七
章
凡
ソ
被
告
人
訴
状
ノ
条
理
二
服
シ
弁
解
ス
ル
能
ハ
サ
ル
者
ハ
速
カ
ニ

原
告
人
ト
熟
議
シ
テ
解
訟
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
其
ノ
法
仮
令
ハ
貸
借
ノ
掩
滞
ハ
弁
済

ノ
期
限
ヲ
定
メ
違
約
ノ
争
論
ハ
改
正
ノ
定
規
ヲ
立
ル
等
争
訟
和
解
対
決
ノ
審
判

　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

ヲ
仰
カ
サ
ル
ノ
旨
趣
ヲ
陳
述
シ
原
告
人
承
諾
ノ
証
印
ヲ
押
シ
之
ヲ
裁
判
所
へ
呈

ス
可
シ
諜
蝉
鷲

　
　
第
五
則

　
　
　
原
告
人
ノ
返
リ
証
文
ヲ
所
有
ス
ル
答
書
ノ
事

第
八
章
　
凡
ソ
米
金
ヲ
借
用
セ
シ
者
期
二
至
リ
之
ヲ
返
済
ス
ル
時
貸
シ
方
ヨ
リ

原
ノ
借
用
ノ
証
書
ヲ
還
付
セ
ス
シ
テ
米
金
返
済
ノ
受
取
リ
ノ
証
書
ヲ
交
付
ス
ル

ヲ
返
リ
証
文
ト
謂
フ
若
シ
是
等
ノ
返
リ
証
文
ヲ
所
有
ス
ル
時
ハ
答
書
二
返
リ
証

文
ノ
全
文
ノ
写
シ
ヲ
出
シ
然
シ
テ
後
二
原
告
人
ノ
非
理
ヲ
述
フ
可
シ

第
九
章
　
若
シ
米
金
ヲ
受
取
リ
シ
ノ
ミ
ノ
証
書
ニ
シ
テ
其
受
取
リ
シ
米
金
ハ
貸

附
ノ
返
済
ナ
ル
ヤ
又
ハ
他
ノ
売
買
ノ
代
金
ノ
受
取
書
ナ
ル
ヤ
証
ト
為
ス
可
キ
文

言
ナ
ク
又
他
ノ
愚
拠
ス
可
キ
証
迩
ナ
ケ
レ
ハ
米
金
ヲ
受
取
リ
シ
ノ
ミ
ノ
証
書
ヲ

以
テ
返
リ
証
文
ト
看
倣
ス
ヲ
得
ス

　
　
第
六
則

　
　
　
原
告
人
ヨ
リ
返
済
延
期
ヲ
違
約
セ
シ
答
書
ノ
事

第
十
章
　
凡
ソ
借
用
ノ
米
金
等
ヲ
返
済
ス
可
キ
期
限
二
至
リ
借
リ
方
ヨ
リ
貸
シ

方
二
熟
議
シ
テ
返
済
延
期
ノ
約
ヲ
結
ヒ
其
ノ
証
書
二
調
印
セ
シ
貸
方
ヨ
リ
延
期

セ
ソ
コ
ト
ヲ
違
約
シ
本
証
文
ヲ
証
ト
シ
テ
訴
ヘ
シ
ニ
答
フ
ル
ニ
ハ
返
済
延
期
ノ

証
書
謹
誕
議
ア
ル
コ
ト
ヲ
陳
述
シ
其
ノ
証
拠
二
馨
全
文
ノ
写
ヲ
出
シ

然
シ
テ
後
二
原
告
人
ノ
違
約
ヲ
陳
ブ
可
シ

第
十
一
章
　
若
シ
借
リ
方
返
済
延
期
ノ
約
定
証
書
二
違
ヒ
シ
事
件
二
因
テ
貸
シ

方
ヨ
リ
延
期
ヲ
破
約
シ
本
証
文
ヲ
証
ト
シ
テ
訴
ル
ト
キ
ハ
借
リ
方
ヨ
リ
自
分
違

約
セ
シ
返
済
延
期
ノ
証
書
ヲ
以
テ
原
告
人
違
約
ノ
証
ト
為
ス
ヲ
得
ス

　
左
院
自
分
違
約
セ
シ
ノ
六
字
ヲ
剛
リ
右
ノ
ニ
字
二
改
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噺
〇
一
　
　
（
一
一
四
七
）



　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

　
　
第
七
則

　
　
　
原
告
人
ノ
証
書
偽
印
ナ
ル
答
書
ノ
事

第
十
二
章
　
凡
ソ
原
告
人
ノ
証
書
偽
印
ナ
ル
ヲ
答
フ
ル
書
ニ
ハ
其
ノ
偽
ヲ
証
ス

ル
為
二
纂
ノ
嬰
場
二
届
ケ
置
キ
葦
号
干
支
召
ノ
人
別
帳
ノ
写
ヲ
記
載

シ
此
ノ
人
別
帳
ノ
印
ト
証
書
ノ
印
ト
相
違
シ
タ
ル
由
ヲ
陳
述
ス
可
シ

　
　
第
八
則

　
　
　
経
界
ヲ
争
フ
答
書
ノ
事

第
十
三
章
　
凡
ソ
国
郡
郷
村
山
林
川
沢
田
園
道
路
屋
敷
建
家
等
ノ
分
堺
ヲ
争
ヒ

原
告
人
述
ル
所
不
条
理
ナ
ル
ニ
答
ル
書
ニ
ハ
其
証
拠
二
伝
来
ノ
書
類
或
ハ
絵
図

ノ
目
録
ヲ
記
載
シ
又
ハ
絵
図
二
著
色
ヲ
施
ス
等
原
告
条
例
第
三
十
七
章
及
ヒ
第

三
十
八
章
三
十
九
章
ノ
法
ノ
如
ク
ス
可
シ

　
　
第
九
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

　
　
　
未
訴
ノ
争
訟
ヲ
以
テ
己
訴
ノ
争
訟
二
接
続
ス
ル
事

第
十
四
章
　
凡
ソ
甲
某
ヨ
リ
借
用
セ
シ
米
金
ノ
返
済
ス
可
キ
期
限
ヲ
過
キ
テ
返

済
セ
サ
ル
ヲ
訴
ヘ
ラ
レ
シ
ニ
答
ル
ニ
当
リ
借
リ
方
ノ
乙
某
ナ
ル
者
別
二
甲
ヨ
リ

受
取
ル
可
キ
米
金
ア
リ
テ
其
ノ
受
取
ル
可
キ
期
限
モ
亦
タ
過
去
リ
返
済
期
限
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
マ
マ
レ

約
ヲ
破
リ
シ
ハ
甲
モ
乙
モ
一
般
ナ
ル
故
二
己
二
訴
ヘ
ラ
レ
シ
事
件
二
接
続
添
ル

ニ
未
タ
訴
ヘ
サ
ル
ノ
事
件
ヲ
以
テ
シ
テ
差
引
ノ
計
算
ヲ
為
ソ
コ
ト
ヲ
答
ル
書
ニ

ハ
其
ノ
証
拠
二
甲
ヨ
リ
乙
二
受
取
ル
可
キ
米
金
ノ
証
書
全
文
ノ
写
ヲ
出
シ
然
シ

テ
後
二
差
引
計
算
ヲ
為
ス
可
キ
旨
趣
ヲ
陳
述
ス
可
シ

第
十
五
章
若
シ
甲
某
ヨ
リ
借
用
セ
シ
米
金
ノ
返
済
ス
可
キ
期
限
ヲ
過
キ
テ
訴

ヘ
ラ
レ
シ
ニ
答
ル
ニ
当
リ
借
用
人
ノ
乙
某
ナ
ル
者
其
ノ
借
用
セ
シ
米
金
ハ
更
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ

丙
某
二
貸
附
ケ
丙
某
返
済
ノ
期
限
ヲ
過
キ
去
リ
違
約
シ
テ
返
済
セ
ザ
ル
故
二
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二
　
　
（
二
四
八
）

マ
レ

ニ
訴
ヘ
ラ
レ
シ
甲
某
ノ
事
件
二
接
続
ス
ル
ニ
未
タ
訴
ヘ
サ
ル
丙
某
ノ
事
件
ヲ
以

テ
シ
テ
丙
某
ノ
返
済
シ
タ
ル
米
金
ヲ
以
テ
甲
某
二
返
済
セ
ン
コ
ト
ヲ
答
フ
ル
ヲ

許
サ
ス
何
ト
ナ
レ
ハ
甲
ノ
貸
ス
者
ハ
乙
ニ
シ
テ
丙
二
非
ス
丙
ノ
借
ル
者
ハ
乙
ニ

シ
テ
甲
二
非
ス
乙
ハ
甲
ト
関
係
シ
丙
ハ
乙
ト
関
係
シ
而
シ
テ
丙
ト
甲
ト
ハ
関
係

ス
ル
所
無
キ
ヲ
以
テ
ナ
リ

　
　
第
十
則

　
　
　
対
決
前
返
済
延
期
ヲ
約
定
セ
シ
答
書
ノ
事

第
十
六
章
　
若
シ
原
告
被
告
対
決
ス
可
キ
期
二
至
ラ
サ
ル
前
二
米
金
等
ヲ
返
済

ス
ル
ノ
延
期
ヲ
約
定
セ
シ
ヲ
以
テ
裁
判
官
員
ノ
審
判
ヲ
仰
カ
ス
延
期
ノ
期
二
至

リ
返
済
完
了
ス
ル
ヲ
待
テ
解
訟
ノ
証
書
ヲ
呈
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
返
済
延
期
約

定
ノ
旨
趣
ヲ
陳
述
シ
タ
ル
答
事
ヲ
作
リ
原
告
人
承
諾
ノ
証
印
ヲ
押
シ
之
ヲ
裁
判

所
皇
奇
シ
農
蝉
更

　
　
第
十
一
則

　
　
解
訟
ノ
熟
議
又
ハ
返
済
延
期
ノ
熟
議
ノ
為
二
対
決
ノ
延
期
ヲ
請
フ
答
書

　
　
　
ノ
事

第
十
七
章
　
凡
ソ
原
告
被
告
双
方
対
決
ス
可
キ
期
二
至
リ
解
訟
ノ
熟
議
ヲ
為
シ

未
タ
決
議
二
至
ラ
ス
又
ハ
借
用
米
金
ノ
返
済
延
期
ノ
熟
議
ヲ
為
シ
未
タ
決
議
二

至
ラ
ス
シ
テ
其
ノ
熟
議
ノ
日
限
ヲ
約
シ
対
決
ノ
日
ヲ
延
ン
コ
ト
ヲ
請
フ
者
ハ
其

旨
趣
ヲ
陳
述
シ
延
期
ノ
日
数
ヲ
記
載
シ
テ
原
告
被
告
連
印
ノ
証
書
ヲ
呈
シ
以
テ

対
決
莚
期
ヲ
請
フ
ヲ
許
無
縢
該
帰

第
十
八
章
若
シ
原
告
被
告
対
決
ノ
日
二
至
リ
被
告
人
対
決
ヲ
延
期
セ
ン
コ
ト

ヲ
欲
ス
ト
錐
ト
モ
原
告
人
延
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
肯
ハ
サ
レ
ハ
被
告
人
ヨ
リ
原
告
人

ノ
延
期
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
裁
判
所
二
訴
ル
ヲ
得
ス



　
　
第
十
二
則

　
　
　
対
決
前
親
戚
又
ハ
朋
友
ヨ
リ
代
償
ノ
延
期
ヲ
約
定
シ
テ
訟
ヲ
解
キ
シ
答

　
　
　
書
ノ
事

第
十
九
章
　
凡
ソ
原
告
被
告
双
方
対
決
ス
可
キ
期
二
至
ラ
サ
ル
前
二
被
告
人
ノ

米
金
等
ノ
負
債
ヲ
親
戚
又
ハ
朋
友
ヨ
リ
代
償
ス
ル
ニ
当
リ
即
時
償
却
ス
ル
能
ハ

ス
シ
テ
代
償
ノ
延
期
ヲ
熟
議
シ
原
告
人
之
ヲ
承
諾
セ
ハ
熟
議
解
訟
ノ
答
書
二
其

ノ
代
償
ノ
旨
趣
ヲ
陳
述
シ
テ
原
告
人
ト
被
告
人
及
ヒ
被
告
人
ノ
代
償
人
タ
ル
親

戚
又
ハ
嬰
ト
ノ
蕩
ヲ
押
奇
シ
幾
蝉
弱

　
　
第
十
三
則

　
　
　
対
決
前
親
戚
又
ハ
朋
友
ヨ
リ
代
償
ノ
延
期
ヲ
約
定
セ
シ
答
書
ノ
事

第
二
十
章
凡
ソ
原
告
被
告
双
方
対
決
ス
可
キ
期
二
至
ラ
サ
ル
前
二
被
告
人
ノ

米
金
等
ノ
負
債
ヲ
親
戚
又
ハ
朋
友
ヨ
リ
代
償
ノ
延
期
ヲ
熟
議
シ
原
告
人
之
ヲ
承

諾
シ
テ
裁
判
官
員
ノ
審
判
ヲ
仰
カ
ス
延
期
ノ
期
二
至
リ
返
済
完
了
ス
ル
ヲ
待
テ

解
訟
ノ
証
書
ヲ
呈
セ
ソ
ト
欲
ス
ル
者
ハ
親
戚
又
ハ
朋
友
ヨ
リ
代
償
延
期
約
定
ノ

旨
趣
ヲ
陳
述
シ
タ
ル
答
書
ヲ
作
リ
代
償
人
ノ
証
印
ト
原
告
人
承
諾
ノ
証
印
ト
ヲ

押
シ
之
ヲ
裁
判
所
皇
奇
シ
諜
蝉
巽

聴
訟
略
則
附
録

第
一
号

訴
状
表
紙
ノ
雛
形

　
　
竪
九
寸
五
分

φ団4〉騰

年
号
干
支
月
日

明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

何
々
訴
状

住
所

身
分
　
氏
名

何
々
訴
状
ト
ハ
仮
令
ハ
貸
金
ノ
掩
滞
ヲ
訴
ル
ハ
貸
金
催
促
ノ
訴
訟
ト
記
シ
流
質

地
ノ
争
訟
ハ
流
質
地
引
渡
催
促
ノ
訴
状
ト
記
ス
ノ
類
ヲ
云
フ

住
所
－
ハ
晶
管
下
綴
何
郡
何
響
居
又
ハ
寄
留
－
記
ス
ノ
類
ヲ
云
フ

身
分
ト
ハ
官
名
役
名
華
族
士
族
神
職
僧
尼
百
姓
大
工
職
米
穀
商
売
日
雇
稼
車
力

渡
世
ト
記
ス
ノ
類
ヲ
云
フ
紗
↑
暫
体
％
轍
鴛
難
誤
翻
騒
鵯

　
　
　
　
　
　
訴
状
ノ
雛
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
所

　
　
ソ
シ
コ
ウ
カ
タ

　
　
原
告
人
　
　
　
　
　
　
　
身
分

　
何
々
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
所

　
　
ア
イ
テ
カ
タ

　
　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
身
分

　
メ
　
　
ヤ
ス

　
標
題
云
々

右
原
告
人
氏
名
申
上
候
私
儀
云
々

　
　
年
号
干
支
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
差
添
人
　
身
分

氏
名

氏
名

氏
名
O

氏
名
O

一
〇
三
　
　
（
一
一
四
九
）



明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
厘
告
条
例
・
被
費
条
例
・
附
鍛
）

何
々御

裁
判
所

第
二
号
貸
金
催
促
ノ
訴
状

　
原
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
け

貸
金
催
促
ノ
訴

　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
月
ー

ご
兀
金
何
両
稗
甥
肝
岐
棚
陣
貸
附

一
利
金
何
両
一
年
又
ハ
一
月
何
程
ノ
利

合
何
両

　
右
証
文
ノ
写
左
ノ
如
シ

　
　
借
用
証
文

　
一
金
何
両
…

右
原
告
人
氏
名
申
上
候
云
々
・

年
号
干
支
月
日

　
　
　
　
差
添
人

　
何
々

　
　
御
裁
判
所

氏
名

氏
名

氏
名
印

氏
名
印

第
三
号
　
売
掛
代
金
催
促
ノ
訴
状

囎
〇
四
　
　
（
＝
五
〇
）

　
原
告
人
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
氏
名

売
掛
代
金
催
促
ノ
訴

　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
d
ー
　
　
　
　
氏
名

一
金
何
両

右
売
掛
帳
ノ
総
計
高
二
御
座
候

　
但
帳
面
二
被
告
人
ノ
証
印
有
之
候

若
シ
売
掛
帳
二
非
シ
テ
証
文
ナ
レ
ハ
其
ノ
証
文
全
文
ノ
写
ヲ
出

ス
ヘ
シ

右
原
告
人
氏
名
申
上
候
云
々
－
…

年
号
干
支
月
日

　
　
　
　
　
差
添
人

　
御
裁
判
所

氏
名
印

氏
名
印

第
四
号
　
買
鮒
米
引
渡
違
約
ノ
訴
状

　買
被附原
告米告
人引人
　渡
　違
　約
　ノ
　訴

氏
名

氏
名



莱
何
石
灘
紹
環
鍵
離

代
金
何
両
一
石
二
付
何
両
替

内
何
両
灘
月
旱
附
金
ト
シ
テ

残
何
両
難
霜
響
米
引
替
．

　
右
約
定
証
書
ノ
写
左
ノ
如
シ

右
原
告
人
氏
名
申
上
候
云
々
－

　
年
号
…

氏
名
印

氏
名
印

第
五
号
　
売
附
生
糸
代
金
引
渡
違
約
ノ
訴
状

　
原
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
一

売
附
生
糸
代
金
引
渡
違
約
ノ
訴

　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
4
日
ー

蓋
何
燕
鯖
日
限
集
引
替
．
テ
叢
ル
ヘ
キ

　
内
何
両
干
支
月
日
手
附
金
ト
シ
テ
受
取
済

右
約
定
証
書
ノ
写
左
ノ
如
シ

明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

氏氏名名

右
原
告
人
氏
名
申
上
候
云
々
－

　
年
号
…
…
－

氏
名
印

氏
名
印

第
六
号
夫
妻
離
別
ノ
訴
状

　
原
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
氏
名

妻
離
別
ノ
訴

　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
氏
名

夫
氏
名
当
支
何
才

奮
名
騨
碧
召
罪

　
何
々
御
役
所
へ
差
出
置
候
干
支
月
日
ノ
戸
籍
人
別
帳
ノ
写
左

　
ノ
如
シ

右
原
告
人
氏
名
申
上
候
云
々
…
：

　
年
号
…
…

前
書
申
上
候
処
相
違
無
御
座
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五

氏
名
印

　
氏
名
印

（
二
五
一
）



明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

干
斉
日
纏
．
努
穫

　
　
　
　
　
　
原
告
人
兄
又
ハ

　
　
　
　
　
　
伯
叔
父
ノ
類

　
　
　
御
裁
判
所

住
蜥
分
　
砦
印

住
夢
　
　
氏
名
印

　
〔
　
　
左
院
原
告
条
例
第
二
十
九
章
ニ
ハ
妻
原
告
人
タ
ル
ノ
規
則
ア
レ
ハ
此
表
二

　
　
夫
妻
相
通
ス
ル
ノ
文
字
二
改
ム
ヘ
シ

第
七
号
　
経
界
ヲ
争
フ
絵
図
ノ
雛
形

年
号
干
支
月
日
ノ
原
図
何
枚
ノ
鴫

　
年
号
干
支
月
日
写
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
告
人

原
告
何
村

桃
花
餌

戸
　
氏
名
印

　
　
無
著
色

争
論
ノ
地被

告
何
村

キ
　
　
イ
ロ

黄
色

第
八
号
　
連
名
中
ノ
一
人
へ
総
代
ヲ
頼
ム
訴
状

一
原
告
人

氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
（
二
五
二
）

何
々
ノ
訴

　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
氏
名

　
標
題
云
々

右
原
告
人
氏
名
申
上
候
云
々

　
年
号
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
　
」
H
L
　
　
　
　
氏
名
印

　
前
書
ノ
儀
私
共
原
告
人
連
名
ニ
テ
御
願
可
申
上
筈
二
御
座
候

処
畿
ニ
テ
籠
出
二
付
何
ノ
誰
へ
総
代
相
復
然
ル
上
ハ

　
何
ノ
誰
ヨ
リ
申
上
候
事
柄
並
二
御
受
仕
候
事
柄
共
後
日
二
至

　
リ
私
共
ヨ
リ
異
議
申
上
間
敷
候
為
後
証
奥
印
仕
候

　
　
干
支
月
日
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
何
々

　
　
　
　
　
御
裁
判
所

第
九
号
　
被
告
人
ノ
中
脱
走
又
ハ
病
死
人
ア
ル
訴
状

　　何
被被々原
告告ノ告
人人訴人

氏氏氏名名名



　
　
　
　
右
ハ
年
号
干
斉
晶
走
致
シ
候
段
晶
役
人

　
　
　
　
何
ノ
誰
ヨ
リ
承
知
仕
候

　
　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
右
ハ
年
号
干
支
月
日
死
亡
致
シ
候
段
何
剛
役
人

　
　
　
　
何
ノ
誰
ヨ
リ
承
知
仕
候

右
原
告
人
氏
名
申
上
候
云
々
…
…

　
　
年
号
…
…
…
…
　
　
　
　
　
一

氏
名

氏
名
印

氏
名
印

第
十
号
　
譲
証
文
ヲ
以
テ
訴
ル
雛
形

　
　
原
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
」
H
「

　
何
々
ノ
訴

　
　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
一

一
元
金
－

一
利
金
－

　
合

　
　
　
右
証
文
ノ
写
左
ノ
如
シ

　
　
　
右
譲
証
文
ノ
写
左
ノ
如
シ

右
原
告
人
氏
名
申
上
候
云
々

明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

氏氏名名

年
号
－

氏氏
名名

第
十
一
号
名
代
人
ヲ
頼
ム
訟
状

　
原
告
人
名
代
　
　
　
　
　
　
拝
　
　
　
　
　
氏
名

何
々
ノ
訴

　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
目
「
　
　
　
　
　
氏
名

メ
　
　
ヤ
ス

標
題
云
々

右
原
告
人
名
代
氏
名
申
上
候
云
々

　
年
号
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
ー
“
「
　
　
　
　
氏
名
印

前
書
ノ
儀
私
ヨ
リ
御
願
可
申
上
筈
二
御
座
候
処
何
々
ノ
旨
趣
二

付
何
ノ
誰
へ
名
代
相
頼
候
然
ル
上
ハ
何
ノ
誰
ヨ
リ
申
上
候
事
柄

並
二
御
受
申
上
候
事
柄
共
後
日
二
至
リ
私
ヨ
リ
異
議
申
上
間
敷

候
為
後
証
奥
印
仕
候

　
干
支
月
日
　
　
原
告
人
　
　
戸
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
御
裁
判
所

一
〇
七
　
　
（
一
一
五
三
）



　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
。
被
告
条
例
・
附
録
）

第
十
二
号
　
当
日
限
ノ
名
代
人
ヲ
頼
ム
証
書

一
〇
八
　
　
（
二
五
四
）

当
日
名
代
人
　
住
炉
　
　
　
砦

右
ハ
何
々
ノ
儀
私
ヨ
リ
訴
出
候
付
私
罷
出
委
曲
申
上
度
奉
存
候

処
俄
二
病
気
相
煩
難
渉
仕
候
付
今
目
限
何
ノ
誰
へ
名
代
相
頼
候

若
御
尋
ノ
儀
何
ノ
誰
ニ
テ
御
対
申
上
兼
候
廉
有
之
候
ハ
・
私
快

気
次
第
罷
出
可
申
上
候

　
年
号
…
…
…
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
御
裁
判
所

第
十
三
号
答
書
表
紙
ノ
式

　
　
　
　
寸
法
一
号
訴
状
ノ
如
ク
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
住
所

　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
身
分
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名

何
々
ノ
答

右
住
所
身
分
何
ノ
誰
何
々
ノ
儀
訴
出
侯
付
今
何
日
御
呼
出
ノ
御

奥
書
拝
見
仕
御
答
申
上
候

　
私
儀
云
々
…
－

証
拠
ノ
書
類
ア
ラ
ハ
其
写
ヲ
記
載
ス
ヘ
シ

右
ノ
通
御
座
候

年
号
…
…
…
－

　
　
　
　
差
添
人

　
　
御
裁
判
所

一

氏
名
印

氏
名
印

年
号
干
支
月
日

何
々
ノ
答
書

住
所

身
分

氏
名

答
書
ノ
式

第
十
四
号

　
　
ス
ミ
カ
タ

熟
議
解
訟
ノ
答
書

　
　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
氏
名

　
何
々
ノ
訴
済
ロ
ノ
答

右
住
所
身
分
何
ノ
誰
何
々
ノ
儀
訴
出
候
付
今
何
日
御
呼
出
ノ
御

奥
書
拝
見
仕
原
告
人
へ
熟
談
済
方
仕
候
趣
申
上
候

　
私
儀
云
々
…
…



　
　
　
年
号
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

前
書
被
告
人
何
ノ
誰
ヨ
リ
申
上
候
通
熟
談
済
方
仕
候
付
此
上
対
決

ノ
御
裁
断
不
奉
願
候

　
　
干
支
月
日
　
　
原
告
人
　
　
　
ー
H
i
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
御
裁
判
所

第
十
五
号
　
返
済
延
期
ヲ
約
定
セ
シ
答
書

　
被
告
人

何
々
ノ
訴
済
口
日
延
ノ
答
書

茂
名

右
住
所
身
分
何
ノ
誰
何
々
ノ
儀
訴
出
候
付
今
何
日
御
呼
出
ノ
御

奥
書
拝
見
仕
原
告
人
へ
熟
談
ノ
上
済
方
日
延
約
定
仕
候
段
左
ノ

通
御
座
候

　
私
儀
云
々
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
－
…
…
…
…
…
●
…

　
　
年
号
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
　
一
　
　
　
　
馬
名
印

前
書
被
告
人
何
ノ
誰
申
上
候
通
熟
談
ノ
上
済
方
日
延
約
仕
候
付

来
干
支
何
月
何
日
マ
テ
御
裁
断
御
猶
予
奉
願
候

明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

干
支
月
日
　
　
原
告
人

　
　
　
　
　
　
差
添
人

御
裁
判
所

氏
名
印

氏
名
印

第
十
六
号
　
裁
断
ノ
延
期
ヲ
請
フ
答
書

　
被
告
人
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
氏
名

何
々
ノ
訴
御
裁
断
御
日
延
願
ノ
答

右
住
所
身
分
何
ノ
誰
何
々
ノ
儀
訴
出
候
付
今
何
日
御
呼
出
ノ
御

奥
書
拝
見
仕
原
告
人
へ
及
熟
談
候
処
談
判
未
決
ノ
趣
有
之
来
何

月
何
日
迄
御
裁
判
御
日
延
奉
願
度
段
原
告
人
何
ノ
誰
へ
及
示
談

候
処
承
諾
仕
候
付
何
ノ
誰
承
諾
ノ
奥
印
ヲ
取
リ
御
裁
断
御
猶
予

奉
願
候

　
年
号
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

前
書
被
告
人
何
ノ
誰
申
上
候
通
私
共
承
諾
仕
候
処
相
違
無
御
座

候　
干
支
月
日
　
　
原
告
人
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
御
裁
判
所

一
〇
九
　
　
（
一
一
五
五
）



　
　
　
明
治
五
年
・
聴
訟
規
則
（
原
告
条
例
・
被
告
条
例
・
附
録
）

第
十
七
号
　
他
人
代
償
ノ
延
期
ヲ
約
セ
シ
解
訟
ノ
答
書

　
　
　
　
　
被
告
人
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
氏
名

　
何
々
ノ
訴
何
ノ
誰
ヨ
リ
日
延
代
償
ニ
テ
済
ロ
ノ
答

右
住
所
身
分
何
ノ
誰
何
々
ノ
儀
訴
出
候
付
今
何
日
御
呼
出
ノ
御

奥
書
拝
見
仕
原
告
人
へ
嚢
ノ
上
盤
中
何
ノ
誰
ヨ
ー
日
延
代

償
ノ
約
定
仕
候
段
左
ノ
通
御
座
候

　
私
儀
云
々
…
…
…
…
…
…
…
・

　
　
年
号
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
　
μ
　
　
　
　
氏
名
印

前
書
被
告
人
何
ノ
誰
申
上
候
通
私
共
ヨ
リ
日
延
代
償
ノ
約
定
仕

候
段
相
違
無
御
座
候

　
干
支
月
日
　
　
代
償
人
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
」
目
ー
　
　
　
　
氏
名
印

前
書
被
告
人
何
ノ
誰
申
上
候
通
私
共
承
諾
仕
候
付
此
上
対
決
ノ

御
裁
断
不
奉
願
候

　
干
支
月
日
　
　
　
原
告
人
　
　
　
一
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
」
H
「
　
　
　
氏
名
印

御
裁
制
所

第
十
八
号
　
他
人
ノ
代
償
シ
テ
解
訟
ス
ル
ノ
延
期
ヲ
約
定
セ
シ
答
書

一
〇
　
　
（
二
五
六
）

　
　
　
　
被
告
人
　
　
　
　
　
」
H
ー
　
　
　
　
　
氏
名

　
何
々
ノ
訴
何
ノ
誰
代
償
済
口
日
延
ノ
答

右
住
所
身
分
何
ノ
誰
何
々
ノ
儀
訴
出
候
付
今
何
日
御
呼
出
ノ
御

奥
書
拝
見
仕
原
告
人
へ
嚢
ノ
上
難
中
何
ノ
誰
ヨ
ー
代
讐

方
日
延
ノ
約
定
仕
候
段
左
ノ
通
御
座
候

　
私
儀
云
々
…
…

　
年
号
－
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
　
一
　
　
　
　
氏
名
印

前
書
被
告
人
何
ノ
誰
申
上
候
通
私
共
ヨ
リ
代
償
済
方
日
延
ノ
約

定
仕
候
段
相
違
無
御
座
候

　
干
支
月
日
　
　
　
代
償
人
　
　
　
一
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
一
　
　
　
氏
名
印

前
書
被
告
人
何
ノ
誰
申
上
候
通
熟
談
ノ
上
何
ノ
誰
ヨ
リ
代
償
済

方
日
延
約
定
仕
候
付
来
干
支
何
月
何
日
迄
御
裁
断
御
猶
予
奉
願

候　
干
支
月
日
　
　
　
原
告
人
　
　
　
一
　
　
　
氏
名
印

　
　
　
　
　
　
　
差
添
人
　
　
　
」
目
「
験
　
　
氏
名
印

　
　
　
御
裁
判
所

　
左
院
議
案

聴
訟
規
則
ノ
中
附
録
ノ
分
題
号
略
則
ト
有
之
候
ヲ
改
メ
規
則
ト
致
シ
度
其
余
条

下
々
ケ
礼
ノ
外
異
存
無
之
候
事
征
朗
十


